
【��
】

本
稿
は
、
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
研
究
員
・
中
興
大
学

歴
史
学
系
講
座
教
授
兼
文
学
院
院
長
の
王
明
珂
氏
が
一
九
九
二
年
に
米

国
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文�������������������

������������������������������������������������������
����������

の
第
四
章
の
日
本
語
訳
で
あ
る
。
第
三
章
以
前
の
部
分
の

訳
稿
は
す
で
に
別
途

『

早
稲
田
大
学
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報』

第

三
〜
五
号

(

二
〇
〇
五
〜
二
〇
〇
七
年)

で
発
表
し
た
。
王
明
珂
氏
は

博
論
提
出
後
、
中
国
周
辺
諸
民
族
に
関
す
る
大
著
を
台
北
で
次
々
に
発

表
し
て
お
り
、
た
と
え
ば

『

華
夏
辺
縁

歴
史
記
憶
与
族
群
認
同』

(

允
晨
文
化
出
版
公
司
、
一
九
九
七
年)

、『

羌
在
漢
藏
之
間�
一
個
華

夏
辺
縁
的
歴
史
人
類
学
研
究』

(

聯
經
出
版
事
業
公
司
、
二
〇
〇
三
年)

『

英
雄
祖
先
与
弟
兄
民
族』

(

允
晨
文
化
出
版
公
司
、
二
〇
〇
六
年)

、

『

游
牧
者
的
抉
択�
面
対
漢
帝
国
的
北
亜
游
牧
部
族』

(

聯
經
出
版
公
司
、

二
〇
〇
九
年)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
博
論
は
、
理
論
的
に
は
そ
れ
ら
の

原
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
実
証
的
に
は
中
国
古
代
の
羌
に

関
す
る
専
論
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
。

第
四
章

羌
と
そ
の
変
動
す
る
民
族
的
辺
境

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
、
羌

(

河
煌
地
域
の
自
然
環
境
に
長
期
適
応
し
た
結

果
、
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
に
漢
代
中
国
人
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
部
族
組
織
下
の
人
々)

の
形
成
に
関
し
て
環
境
的
観
点
か
ら
説
明
を
加

え
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
我
々
の
考
察
の
一
面
を
な

す
に
す
ぎ
な
い
。[

そ
も
そ
も]

河
煌
の
人
々
は
、
漢
代
中
国
人
の
い

う
羌
に
限
ら
れ
な
い
。
ま
た
漢
代
中
国
人
は
、
甘
粛
回
廊
・
ト
ル
キ
ス

タ
ン
・
四
川
―
チ
ベ
ッ
ト
間
の
境
界
地
帯
に
住
む
非
中
国
人
を
も
羌
と

呼
ん
だ
。
し
か
も
羌
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
は
漢
代
初
出
で
は
な
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く
、
そ
れ
以
前
の
商
代
と
戦
国
時
代
に
も
み
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
漢
代
河

煌
羌
は
概
し
て
古
代
羌
人
の
主
た
る
子
孫
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。[

こ

れ
ら
の
背
景
を
全
て
説
明
す
る
こ
と
な
く
し
て
羌
の
形
成
史
を
解
明
し

つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い]

。

[

そ
も
そ
も]
商
代
以
来
の
羌
史
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
。

先
学
は
、
羌
の
地
理
的
起
源
や
地
域
間
移
民
に
関
す
る
問
題
を
検
討
し

て
き
た
。
だ
が
本
稿
で
は
、
新
し
い
視
点
か
ら
羌
史
を
検
討
す
る
。
す

な
わ
ち
羌
と
は
、
中
国
西
方
辺
境
に
代
々
い
た
人
々
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
中
国
人
の
心
に
代
々
内
在
し
た
概
念
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
は｢

我
々

で
は
な
い
西
方
人｣

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
羌
は
こ
の
よ
う
に
中
国
人

と
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
河
煌
人

(

中
国
人
を
含
む)

は

羌
に
限
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
が
羌
で
あ
る
の
は
、
漢
代
中
国
人
が

そ
う
信
じ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
に
漢
代
河
煌

人
が
羌
の
母
体
と
な
っ
た
理
由
と
過
程
を
説
明
す
る
。

本
目
標
を
達
成
す
る
に
あ
た
り
、
本
章
で
は
ま
ず
二
つ
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
ラ
ベ
ル

内
名

(�������
)

と
外
名

(������
)

お
よ
び
、

民
族
を
定
義
す
る
際
に
当
該
二
概
念
が
有
す
る
意
義
を
区
別
す
る
。
そ

し
て
外
名
と
し
て
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
羌
が
な
ぜ
古
代
中
国
人
に
よ
っ

て
西
方
の
民
族
的
境
界
を
描
く
の
に
用
い
ら
れ
た
の
か
を
説
明
す
る
。

ま
た
本
章
で
は
、
当
該
民
族
的
境
界
が
商
代
〜
漢
代
に
い
か
に
西
漸
し
、

そ
れ
と
と
も
に
西
方
人
が
い
か
に
漸
次
的
に
中
国
人
化
し
、
環
境
的
限

界
地
点
と
お
ぼ
し
き
地
域

(

東
方
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
住
民
を
中
国
人
へ
変

え
る
こ
と
は
不
可
能
な
地
域)

に
ま
で
至
っ
た
の
か
を
跡
付
け
る
。

第
一
節

内
名
と
外
名

エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
の
社
会
的
意
義
は
、
人
類
学
者
の
目
を
引
く
も

の
で
は
あ
っ
た
が
、
歴
史
上
の

｢

人
々｣

に
つ
い
て
研
究
す
る
歴
史
家

の
大
半
に
は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
一
般
に
、
同
一
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ

ル
を
も
つ
人
々
は
同
一
の
民
族
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
た
し
か

に
一
理
あ
る
が
、
実
態
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル

は
内
名

(

人
々
が
自
分
自
身
を
同
定
す
る
の
に
使
用)

と
も
外
名

(

部
外
者

が
所
与
の
集
団
を
さ
す
の
に
用
い
る
ラ
ベ
ル)

と
も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

内
名
は
、
自
己
の
観
点
か
ら
自
己
の
属
す
る
集
団
を
画
定
し
、
ま
た

｢

我
々
は
誰
か｣

と
い
う
問
い
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
外
名
は
、

特
定
カ
テ
ゴ
リ
外
の
者
の
視
点
か
ら
当
該
カ
テ
ゴ
リ
を
表
象
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
カ
テ
ゴ
リ
外
の
人
々
が
抱
く

｢

彼
ら
は
誰
か｣

に

関
す
る
考
え
、
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば

｢

我
々
に
属
さ
な
い
人
々
は
誰

か｣

に
関
す
る
考
え
を
表
現
す
る
。
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
指
摘
通
り
、

内
名
は
し
ば
し
ば

｢

人｣

と
一
致
す
る
概
念
で
、
逆
に
外
名
は

｢

野
蛮

人｣

や

｢

非
―
人｣

を
意
味
す
る

(

１)

。

人
類
学
者
は
長
ら
く
民
族
を
、
原
住
民
の
認
識
に
基
づ
く
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
定
義
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
早
く
も
一
九
六
〇
年
代
に
リ
ー
チ

は
、
社
会
単
位
が
外
部
観
察
者
の
基
準
で
は
な
く
原
住
民
の
主
体
的
認

定
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
指
摘
し
た

(

２)

。
リ
ー
チ
の
概
念
は
、
人
類
学
者
間

で
広
く
討
論
の
的
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
分
析
的
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単
位
と
し
て
の
民
族
の
定
義
が
観
察
者
の
基
準
に
基
づ
く
べ
き
か
、
あ

る
い
は
土
着
の
社
会
的
分
類
に
基
づ
く
べ
き
か
で
あ
る

(

３)

。
だ
が
フ
レ
ド

リ
ッ
ク
・
バ
ー
ス
編
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集

『

民
族
と
境
界』

出
版

後
は
、
バ
ー
ス
が
の
べ
る
よ
う
に
、｢

民
族
と
は
本
人
達
自
ら
が
認
定
・

同
定
し
た
カ
テ
ゴ
リ
で
あ
る｣

と
の
考
え
が
一
般
的
と
な
っ
た

(

４)

。
同
様

の
理
論
的
流
行
の
も
と
、
先
学
は
民
族
的
仲
間
意
識
の
重
要
か
つ
便
利

な
標
章
と
し
て
の
内
名
の
意
義
を
広
く
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た

(

５)

。

だ
が
外
名
の
重
要
性
も
無
視
は
で
き
な
い
。
も
し
観
察
者
が
部
外
者

を
観
察
者
自
身
の
用
語
で
ラ
ベ
リ
ン
グ
し
た
場
合
、
観
察
者
は
無
名
の

人
々
の
多
様
性
を
有
徴
の
人
間
カ
テ
ゴ
リ
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
で
単

純
化
し
て
い
る

(

６)

。
そ
の
分
類
基
準
は
、
観
察
者
が
非
常
に
顕
著
と
信
ず

る
い
く
つ
か
の
実
在
す
る
文
化
的
も
し
く
は
身
体
的
特
長
に
基
づ
く
。

よ
っ
て
以
下
の
二
要
因
が
、
そ
の
よ
う
に
外
名
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
集

団
の
範
囲
を
画
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
観
察
対
象
の
集
団
内
で
起
こ
る

文
化
的
・
人
口
統
計
的
変
化
と
、
観
察
者
間
で
起
こ
る
文
化
的
・
人
口

統
計
的
変
化
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
変
化
は
外
名
の
羌
に
も
起
こ
っ

た
の
で
あ
る
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
羌
の
初
出
は
、
商
代
後
期

(

紀
元
前
十
四
世
紀
頃

〜
紀
元
前
十
二
世
紀
頃)

の
甲
骨
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
羌
は
、
商

人
が
一
部
の
西
方
野
蛮
人
を
同
定
す
る
た
め
に
用
い
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ

ベ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
西
周

(

紀
元
前
一
一
〇

〇
年
頃
〜
紀
元
前
七
七
一
年)

に
な
る
と
当
該
ラ
ベ
ル
は
金
文
を
含
む
全

史
料
か
ら
消
失
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

｢�
羌｣

と
連
称
さ
れ
る
形
で

戦
国
時
代

(

紀
元
前
四
八
〇
年
〜
紀
元
前
二
二
二
年)

の
思
想
書
に
再
登
場

し
、
最
終
的
に
漢
代

(

紀
元
前
二
〇
二
年
〜
紀
元
後
二
二
〇
年)

に
は
、
羌

の
語
は
全
て
、
河
煌
地
域
を
中
心
と
し
つ
つ
中
国
の
西
方
・
北
西
・
南

西
に
広
く
散
在
す
る
非
漢
人

(

達)

を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
本
章
で

は
、
こ
の
よ
う
な
羌
な
る
語
が
一
体
な
ぜ
外
名
と
し
て
用
い
ら
れ
、
ま

た
そ
の
人
口
統
計
的
・
地
理
的
含
意
が
い
か
に
時
間
的
に
変
化
し
た
の

か
を
説
明
す
る
。

第
二
節

商
代
後
期

(

紀
元
前
十
四
世
紀
頃
〜
紀
元
前
十

二
世
紀
頃)

の
羌

������商
代
甲
骨
文
で
羌
は

｢�
｣

・｢�
｣

に
作
る
。
こ
れ
ら
の
象
形
文
字

は
羊
と
人
と
い
う
二
つ
の
構
成
要
素
よ
り
な
る
。
孫
詒
譲
が
本
字
を
最

初
に

｢

羌｣

に
釈
し
た
が
、｢� (

７)｣

や

｢

羊

(

８)｣

な
ど
に
釈
す
る
研
究
者

も
い
る
。
だ
が
孫
詒
譲
説
は
の
ち
に
董
作
賓
・
商
承
祚
・
陳
夢
家
・
李

孝
定
・
白
川
静
に
追
認
さ
れ
、
現
在
で
は
通
説
と
な
っ
て
い
る

(

９)

。

甲
骨
文
に
よ
れ
ば
、
商
人
は
特
定
の
地
域
・
国
・
人
々
を
羌
や
羌
方

と
称
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
先
学
は
、
こ
の
羌
方
と
そ
の
関
連
地
域

の
位
置
の
特
定
を
試
み
て
い
る
。
陳
夢
家
は
、
羌
と
様
々
な
形
で
関
連

す
る
国
を
調
べ
つ
つ
、
当
該
地
域
を

｢

晉
南

(

山
西
南
部)｣

か

｢

河
内

附
近
の
太
行
山
地
域｣

に
あ
っ
た
と
す
る

(�)
。
陳
夢
家
説
は
、
商
王
の
田

猟
地
の
範
囲
を
研
究
し
た
李
学
勤
に
支
持
さ
れ
、
李
学
勤
は
羌
方
を
山
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西
南
部
か
、
あ
る
い
は
遠
く
西
方
に
あ
っ
た
と
す
る

(�)

。
羌
に
関
す
る
類

似
の
土
地
比
定
は
白
川
静
も
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
羌
は
、
平
野
―

丘
間
の
縁
沿
い
の
河
南
南
部
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と

(�)

。
島
邦
男
は
さ

ら
に
徹
底
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
羌
は
、
黄
河
沿

岸
の
陜
西
北
西
部
に
い
た
と
い
う

(�)
。
諸
説
に
は
細
部
に
違
い
も
あ
る
が
、

ど
れ
も
概
し
て
羌
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
を
付
さ
れ
た
人
々
が
商

の
西
方

(

ほ
ぼ
現
在
の
陜
西
西
部
・
山
西
南
部
と
河
南
西
部)

に
分
布
し
た

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
先
学
は
羌
の
広
範
な
分
布
を
考
慮
し
、
羌
を
、

商
人
が
西
方
非
中
国
人
を
さ
す
の
に
用
い
た
一
般
的
な
ラ
ベ
ル
で
あ
っ

た
と
解
し
て
い
る

(�)
。

甲
骨
文
中
の
豊
富
な
証
拠
が
、
羌
が
商
人
か
ら
み
て
商
西
方
の
敵
対

的
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
甲
骨
文
に
は
、

安
陽
期
を
通
じ
て
ほ
ぼ
継
続
的
に
行
わ
れ
た
商
―
羌
間
の
戦
争
に
関
す

る
膨
大
な
記
録
が
あ
る

(�)
。
当
該
戦
争
は
時
に
大
規
模
で
、
一
度
に
商
王

が
五
族

(

リ
ネ
ー
ジ
か
ク
ラ
ン)

を
徴
発
し
た
り

(�)
、
別
の
事
例
で
は
一
万

人
が
対
羌
の
戦
地
に
派
兵
さ
れ
た

(�)
。

甲
骨
文
の
別
組
の
例
も
非
常
に
豊
富
で
、
当
該
戦
争
で
捕
わ
れ
た
羌

人
達
が
、
商
人
ら
に
よ
っ
て
祖
先
祭
祀
の
多
様
な
儀
礼
の
生
贄
に
捧
げ

ら
れ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る

(�)

。
別
の
例
で
は
、
捕
わ
れ
た
羌
は
奴
隷

と
さ
れ
、
狩
猟
や
農
作
業
と
い
っ
た
多
種
多
様
な
労
働
に
従
事
し
て
い

る

(�)

。
贅
言
す
る
ま
で
も
な
く
、
商
人
に
と
っ
て
羌
は
敵
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、｢

他
の
人
々｣

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
非
―
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

す
る
と
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
商
人
に
羌
と
認
定
さ
れ
た
人
々
が
、

彼
ら
自
身
、
同
様
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有
し
て
い
た
か
否
か
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
商
代
の
羌
は
外
名
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
内

名
で
あ
っ
た
の
か
で
あ
る
。
以
下
の
三
つ
の
証
拠
に
よ
る
と
、
羌
は
外

名
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
第
一
に
、
甲
骨
文
の
羌
は

｢�
｣

に
も

作
り
、
そ
れ
は
首
縄
で
捕
縛
さ
れ
た
羌
人
に
象
る

(�)

。
こ
の
ラ
ベ
ル
は
明

ら
か
に
、
当
該
ラ
ベ
ル
の
被
添
付
者
に
悪
意
を
有
す
る
人
々
が
創
造
・

使
用
し
た
も
の
で
、
被
添
付
者
に
よ
る
自
己
同
定
の
ラ
ベ
ル
で
は
な
い
。

第
二
に
、
既
述
の
ご
と
く
羌
は
商
の
西
方
の
広
範
な
地
域
に
分
布
し
て

い
た
の
で
、
羌
は
、
商
人
が
西
方
野
蛮
人
に
付
し
た
一
般
的
な
ラ
ベ
ル

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

(�)

。
第
三
に
、
内
名
は
民
族
仲
間
意
識
の
重
要

か
つ
便
利
な
記
号
な
の
で

(�)

、
も
し
羌
が
内
名
な
ら
ば
、
羌
な
る

｢

民
族｣

が
実
在
し
、
商
の
西
方
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
が
、
こ
の
説
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

羌
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
は
、
周
に
よ
る
征
商
以
来
五
百
年
間
に

わ
た
り
、
ほ
ぼ
消
失
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
商
代
の
羌
が

外
名
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
当
時
の
商
人
の
心
の
中
に
の
み
存
在
し

た
人
間
分
類
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
物
語
る
。

こ
れ
ら
全
て
の
疑
問
点
が
あ
る
以
上
、
羌
を
自
己
同
定
さ
れ
た
民
族

と
す
る
説
は
非
常
に
疑
わ
し
い
。
逆
に
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
の
羌
が

外
名

(
商
人
が
そ
れ
を
用
い
て
他
者
を
同
定
し
た)

で
あ
っ
た
可
能
性
は
非

常
に
高
い
。
羌
の
字
形
と
羌
関
連
の
甲
骨
文
の
文
脈
を
み
る
か
ぎ
り
、

商
人
の
有
す
る
羌
概
念
は
次
の
要
素
を
含
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
彼
ら
は
、
①
西
方
野
蛮
人
で
、
②
我
々
の
一
員
で
は
な
く
、
よ
っ
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て
非
―
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
は
ず
で

(�)

、
③
羊

(

も
し
く
は
山
羊)

と
関

連
す
る
経
済
的
な
い
し
文
化
的
特
徴
を
有
し
て
い
た
、
と
。

こ
こ
で
一
つ
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
商
人
は
羌
の
有
す
る

ど
の
よ
う
な
羊
関
係
の
特
徴
を
以
て
、
彼
ら
を
羌
だ
と
認
定
し
た
の
か
。

[

結
論
か
ら
い
う
と
、]

羌
が
羊
や
山
羊
と
結
び
付
く
可
能
性
の
ラ
イ
ン

は
非
常
に
多
く
、
た
と
え
ば
生
存
手
段
や
宗
教
や
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
、
も

し
く
は
そ
れ
ら
三
種
の
組
み
合
わ
せ
等
が
あ
る
が
、
そ
の
特
定
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
商
か
ら
千
年
以
上
後
の
後
漢
時
代
の
中
国

人
は
、
単
純
な
一
解
釈
を
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
羌
は
西
方
の
羊

飼
い
で
あ
っ
た
、
と

(�)
。
当
該
解
釈
を
し
め
し
た
人
々
は
、
相
当
程
度
農

業
中
心
の
文
化
的
価
値
を
育
ん
だ
人
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
羌
は
羊
の
飼
育
を
生
活
の
主
た
る
糧
と
し
、
我
々
と
は
異
な
る

存
在
で
あ
っ
た
、
と
。
し
か
し
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
商

人
が
そ
の
よ
う
な
考
え
を
懐
い
て
い
た
は
ず
だ
と
み
る
の
は
的
外
れ
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
も
っ
と
興
味
深
い
別
解
と
し
て
、
商
代
の
羌
を
渭
水

流
域
に
い
た
当
時
の
姜
ク
ラ
ン
と
同
一
視
す
る
説
も
あ
る
。[
だ
が
こ

の
仮
説
に
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
次
に
こ
の
点
を
確
認
し
よ
う]
。

�������姜
は
お
も
に
渭
水
流
域
に
居
住
し
つ
つ
、
商
代
後
期
〜
西
周
期
に
影

響
力
を
も
っ
た
ク
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
姜
は
周
に
と
っ
て
征
商
の
た
め
の

最
重
要
な
政
治
的
・
軍
事
的
伴
侶
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
周
王
が
そ

の
中
か
ら
頻
繁
に
妻
を
娶
っ
た
ク
ラ
ン
で
も
あ
っ
た

(�)

。

姜
ク
ラ
ン
は
一
般
に
、
羌
の
一
支
族
も
し
く
は
羌
そ
の
も
の
と
さ
れ

て
い
る

(�)

。
理
由
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
第
一
に
、
姜
姓
と
エ
ス
ニ
ッ

ク
ラ
ベ
ル
羌
と
の
音
韻
的
・
文
字
的
類
似
性
は
明
白
な
の
で
、
先
学
は

当
該
二
語
が
同
一
語
源
を
も
つ
と
推
定
し
て
い
る

(�)

。
第
二
に
、
羌
も
姜

ク
ラ
ン
も
商
と
敵
対
的
で
、
と
も
に
西
方
人
で
あ
る
。
第
三
に
、
も
っ

と
直
接
的
な
証
拠
が

『

後
漢
書』

西
羌
伝
に
あ
り
、
そ
の
中
で
羌
は
姜

ク
ラ
ン
の
一
支
族
と
し
て
明
示
的
に
描
か
れ
て
い
る

(�)

。

だ
が
こ
れ
ら
の
証
拠
を
検
証
す
る
と
、
こ
れ
ら
が
信
頼
に
足
る
も
の

で
も
説
得
的
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
に
、
商
代
甲
骨
文
の
羌

は
姜
字
に
作
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
姜
が
金
文
や
周
関
連
の
文
献
で
羌

と
記
録
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。
当
該
二
字
は
実
際
に
区
別
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
第
二
に
、
た
と
え
羌
と
姜
が
と
も
に
商
へ
の
敵
意
を
共
有

し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
状
況
は
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
野
蛮
人
も
し
く
は
非
―
人
と
さ
え
い
わ
れ
た
商
代
羌
の
特
徴
が

既
述
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
姜
は
、
商
や
そ
の
盟
邦
に
抗
す

る
た
め
に
姫
ク
ラ
ン

(

周
王
家
の
姓)

や
そ
の
他
の
西
方
ク
ラ
ン
と
同

盟
を
結
ん
だ
重
要
な
西
方
ク
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
ま
た
周
と
お
そ
ら
く
そ

の
盟
邦
の
一
部

(

た
と
え
ば
姜
ク
ラ
ン)

が
も
と
も
と
商
の
政
治
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。[

つ
ま
り

姜
は
非
―
人
で
は
な
い
の
で
あ
る]

。
こ
れ
ら
全
て
が
、
姜
ク
ラ
ン

(

の
み)
が
商
と
そ
の
盟
邦
の
主
た
る
征
伐
対
象
で
は
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
ま
た
姜
の
人
々
が
長
期
に
わ
た
り
商

人
の
生
贄
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
さ
ら
に
低
い
で
あ
ろ
う
。
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｢

羌≠

姜｣

と
す
る
第
三
の
証
拠
は
、
征
商
以
前
の
姜
ク
ラ
ン
の
分

布
地
域
に
あ
る
。
そ
れ
は
渭
水
中
流
域
の
宝
鷄
〜
西
安
間
に
あ
た
る

(�)

。

よ
っ
て
、
も
し
先
学
の
大
半
が
し
め
す
羌
の
地
図
的
分
布
が
正
し
い
と

す
る
と
、
羌
と
姜
ク
ラ
ン
は
実
際
に
地
理
的
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、『
後
漢
書』

西
羌
伝
の
羌
の
起
源
に
関
す
る
記
載
も
羌
―

姜
間
の
関
連
性
を
証
す
る
確
証
と
は
み
な
し
が
た
い
。
本
史
料
が
信
頼

に
足
ら
ぬ
こ
と
を
証
す
る
上
で
、
ま
ず

『

後
漢
書』

西
羌
伝
の
羌
の
起

源
に
関
す
る
記
載
を
検
討
し
よ
う
。

西
羌
の
本
は
、
三
苗
自
り
出
で
、
姜
姓
の
別
な
り
。
其
の
國
、
南

岳
に
近
し
。
舜
、
四
凶
を
流
す
に
及
び
、
之
を
三
危
に
徙
す
。
河

關
の
西
南
の
羌
地
、
是
れ
な
り
。
賜
支
に
濱
い
て
、
河
首
に
至
る

ま
で
、
地
を
綿め

ぐ

る
こ
と
千
里

(�)
。

ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
本
史
料
が
漢
代
河
煌
地
域
に
住
む
羌
の
起
源
を

探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
本
史
料
は
、
商
代
の

羌
に
付
随
的
に
觝
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
西
羌
伝
全
体
で
も
商
代
の
羌
に

言
及
す
る
の
は
二
回
の
み
で
、
一
つ
は

｢

武
丁
に
至
り
て
、
西
戎
・
鬼

方
を
征
し
、
三
年
に
し
て
乃
ち
克
つ
。
故
に
其
の
詩
に
曰
く
、｢
彼
の

�
羌
自
り
、
敢
え
て
來
王
せ
ざ
る
莫
し｣

と

(�)｣
、
も
う
一
つ
は

｢

武
王

の
商
を
伐
つ
に
及
び
、
羌
・�
、
師
を
率
い
て
牧
野
に
會
す

(�)｣
と
あ
る

も
の
で
あ
る
。
贅
言
す
る
ま
で
も
な
く
、
前
者
は

『

詩
経』

商
頌

(�)
、
後

者
は

『

尚
書』

牧
誓
に
由
来
す
る

(�)

。
こ
れ
ら
に
加
え
て
商
周
時
代
の
史

料
に
は
、
お
も
に
戎
・
鬼
方
・
夷
の
活
動
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
、
羌
史
と
間
接
的
に
関
連
し
、
も
し
く
は
無
関
係
で
さ
え
あ
っ

た
人
々
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
魏
晋
時
代
の
歴
史

家
が
商
代
の
羌
に
つ
い
て
、
前
掲
の

『

詩
経』

商
頌
と

『

尚
書』

牧
誓

以
外
の
史
料
を
知
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

次
に
前
掲
西
羌
伝
で
は
、
羌
の
起
源
は
、
姜
ク
ラ
ン
の
み
な
ら
ず
、

伝
説
上
邪
悪
か
つ
野
蛮
と
さ
れ
た
三
苗
と
も
関
わ
る
と
さ
れ
、
ま
た
た

と
え
ば
南
岳
や
三
危
と
い
っ
た
不
明
確
な
地
理
的
用
語
と
も
関
わ
る
も

の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
筋
は
明
々
白
々
で
あ
る
。
第

一
に
、『

尚
書』

堯
典
に
は
三
苗
が
遠
く
三
危
の
地
へ
追
放
さ
れ
た
と

あ
る
。
ま
た

『

左
伝』

に
よ
れ
ば
、
姜
戎
の
祖
先
は
東
遷
以
前
に
瓜
州

に
住
ん
で
い
た
。
よ
っ
て
魏
晋
時
代

(

紀
元
二
二
〇
〜
四
二
〇
年)

の
注

釈
家
達
は
、
三
危
と
瓜
州
が
敦
煌
付
近
に
あ
っ
た
と
解
し
た
の
で
あ
る

(�)

。

こ
れ
ら
の
関
係
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

三
苗

三
危

瓜
州

姜
戎

羌

か
く
し
て
羌
は
三
苗
の
子
孫
で
あ
り
姜
の
支
族
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
以

上
の
羌
の
民
族
形
成
史
は
明
ら
か
に
、
歴
史
家
の
学
問
的
伝
統
で
は
な

く
注
釈
家
の
学
問
的
伝
統
の
中
で
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

(�)

。
よ
っ
て

こ
の
よ
う
な
民
族
形
成
史
を
確
た
る
史
実
と
は
み
な
せ
な
い
。
西
羌
伝

の
羌
に
関
す
る
記
述
の
ご
と
き
、
民
族
形
成
史
話
の
似
非
歴
史
的
も
し

く
は
非
歴
史
的
性
質
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
。

上
記
の
全
証
拠
を
み
る
と
、
羌
―
姜
間
の
繋
が
り
を
し
め
す
説
得
的

論
拠
は
何
一
つ
見
出
せ
な
い
。
む
し
ろ
商
代
の
羌
は
、
商
人
が
西
方
の

広
範
な
人
々
を
さ
す
の
に
用
い
た
ラ
ベ
ル
で
あ
っ
た
可
能
性
が
非
常
に

高
く
、
そ
れ
に
対
し
て
姜
は
自
己
認
定
・
自
己
同
定
の
カ
テ
ゴ
リ
で
あ
っ
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た
。
彼
ら
は
共
通
に
姜
姓
を
称
す
る
の
み
な
ら
ず
、｢

太
嶽｣

を
共
通

の
｢

裔
冑

(

祖
先)｣

と
称
し
た

(�)
。
よ
っ
て
姜
と
羌
は
別
次
元
の
人
間

カ
テ
ゴ
リ
で
あ
っ
た
。
羌
は
外
名
、
姜
は
内
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

両
概
念
に
は
重
複
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
完
全
に
同
一
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

第
三
節

周
代

(

紀
元
前
一
一
〇
〇
年
頃
〜
紀
元
前
二
五
六

年)
に
お
け
る
族
名
と
し
て
の
羌
の
不
使

用
と
再
使
用

紀
元
前
一
一
〇
〇
年
前
後
、
周
人
と
そ
の
西
方
盟
邦
は
商
を
征
服
し

た
。
こ
の
大
勝
は
周
の
時
代
を
も
た
ら
し
た
。
最
初
の
数
百
年
間
、
周

王
は
渭
水
下
流
域
の
鎬
に
政
治
的
中
心
を
建
設
し
た
。
新
た
に
獲
得
さ

れ
た
地
は
多
く
の
国
に
分
割
さ
れ
、
王
族
と
そ
の
親
族
、
そ
し
て
盟
邦

の
長
に
分
与
さ
れ
、
彼
ら
は
自
己
領
域
内
の
人
民
を
支
配
す
る
こ
と
を

許
さ
れ
た
。
こ
れ
は
中
国
版

｢

封
建
制｣

で
あ
る
。
ま
た
紀
元
前
七
七

一
年
に
戎
の
助
力
を
得
て
、
姜
ク
ラ
ン
の
長
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
、

幽
王
を
殺
害
し
、
幽
王
の
後
継
者
平
王
と
そ
の
家
族
・
家
臣
・
封
建
諸

侯
を
渭
水
流
域
外
へ
駆
逐
し
た
。
こ
れ
が
西
周
時
代

(

紀
元
前
一
一
〇

〇
年
頃
〜
紀
元
前
七
七
一
年)

の
終
わ
り
で
あ
る
。

周
王
は
東
遷
に
よ
っ
て
本
来
の
広
範
な
権
威
を
失
い
、�
邑
と
そ
の

周
辺
地
域
を
支
配
し
う
る
の
み
と
な
っ
た
。
旧
来
の
支
配
地
は
相
当
程

度
独
立
的
な
封
建
諸
侯
の
も
と
に
留
め
お
か
れ
、
彼
ら
は
定
期
的
に
相

互
に
戦
い
合
っ
た
。

西
方
で
は
、
紀
元
前
七
七
一
年
の
事
件
以
降
、
そ
れ
に
よ
っ
て
渭
水

流
域
が
蛮
地
と
化
す
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
代
わ
り
に
秦
人
が
好

機
を
得
た

(�)

。
秦
人
は
お
そ
ら
く
戎
に
起
源
を
も
ち
、�
ク
ラ
ン
に
率
い

ら
れ
て
い
た
。
紀
元
前
七
七
一
年
の
事
件
以
後
、
秦
人
は
戎
人
の
大
半

を
征
服
し
、
自
ら
華
夏
の
国
を
名
乗
り

(�)

、
周
王
に
そ
う
認
め
ら
れ
た
。

以
後
、
秦
は
ど
ん
ど
ん
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
最
終
的
に
秦
は
、
紀
元

前
二
五
六
年
に
周
を
滅
ぼ
し
、
そ
の
後
の
三
五
年
間
で
、
と
も
に
覇
を

競
い
し
諸
国
を
こ
と
ご
と
く
滅
ぼ
し
た
。
か
く
て
紀
元
前
二
二
一
年
に

中
国
史
上
最
初
の
統
一
帝
国
た
る
秦
が
出
現
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
周
代
に
お
け
る
政
治
的
変
化
の
社
会
的
・
経
済
的
意

義
に
関
す
る
二
次
史
料
は
大
量
に
あ
る
。
た
だ
し
本
研
究
で
は
、
民
族

領
域
上
の
い
く
つ
か
の
顕
著
な
変
化
に
の
み
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
後

述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
紀
元
前
一
一
〇
〇
年
〜
紀
元
前
二
二
一
年

に
起
こ
っ
た
政
治
的
変
化
は
、
一
連
の
新
し
い
政
治
権
力
の
み
な
ら
ず
、

華
夏
人
の
段
階
的
形
成
を
も
帰
結
し
た
。
西
方
で
は
、
よ
り
多
く
の
西

方
人
が
華
夏
の
政
治
的
も
し
く
は
文
化
的
領
域
に
合
併
さ
れ
、
そ
れ
に

伴
っ
て
華
夏
の
民
族
的
境
界
も
一
歩
ず
つ
西
方
へ
動
い
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
で
は
、[

紀
元
前
七
七
一
年
に]

周
と
そ
の
盟
邦
が
東
遷
し
、

自
ら
夏
人
・
商
人
の
文
化
的
・
政
治
的
後
継
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る

中
に
あ
っ
て
、
羌
に
は
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
答
え
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク

ラ
ベ
ル
羌
が
周
東
遷
直
後
に
漢
文
史
料
か
ら
完
全
に
消
え
去
っ
た
と
い
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う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
概
括
す
る
と
、
そ
の
時
に
周
代
華
夏
人
は

｢
戎｣

を
、
西
方
野
蛮
人
を
さ
す
族
名

(��������
)

と
し
て
用
い
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。[

次
に
こ
の
こ
と
を
説
明
し
よ
う
。]

���������戎
人
の
民
族
的
性
質
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
ラ
テ
ィ

モ
ア
は
、
戎
が

｢

後
進
的
で
、
同
民
族

(

中
国
人
の
原
点
た
る
古
代
中
国

人)

の
中
で
も
発
展
が
遅
く｣
、｢

依
然
と
し
て
周
自
身
の
か
つ
て
の
姿

を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う｣
と
す
る

(�)
。
他
の
先
学
は
、
戎
の
非
中
国
人

的
性
質
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ハ
ー

ス
は
、
戎
人
と
ト
ル
コ
人
の
関
係
を
示
唆
す
る

(�)
。
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
は

戎
人
を
プ
ロ
ト
チ
ベ
ッ
ト
人
と
す
る

(�)
。
プ
ー
リ
ー
ブ
ラ
ン
ク
は
戎
を
周

代
非
中
国
系
チ
ベ
ッ
ト
ビ
ル
マ
諸
語
に
一
般
的
な
名
称
で
あ
っ
た
と
し
、

周
人
は
戎
人

(

も
と
も
と
周
の
東
遷
以
前
に
中
国
化
を
経
験
し
て
い
た
人
々)

で
あ
っ
た
と
す
る

(�)

。

こ
れ
ら
の
研
究
は
戎
に
関
す
る
私
見
に
少
し
く
有
用
で
あ
る
。
だ
が
、

先
学
諸
氏
が
戎
を
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ

(

た
と
え
ば
プ
ロ
ト
チ
ベ
ッ
ト
人
・

チ
ベ
ッ
ト
ビ
ル
マ
人
・
プ
ロ
ト
ト
ル
コ
人
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ)

に
結
び
付

け
よ
う
と
し
た
背
景
に
は
、
戎
が
、
今
も
な
お
存
在
す
る
一
部
の
集
団

と
繋
が
る
言
語
的
も
し
く
は
人
種
的
特
徴
を
有
す
る
集
団
で
あ
っ
た
と

の
前
提
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
れ
に
は
同
意
で
き
な
い
。

理
由
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
華
夏
の
有
す
る
民
族
概
念

の
戎
は
、
華
夏
人
の
民
族
的
境
界
自
体
が
ま
だ
形
成
途
上
の
紀
元
前
一

一
〇
〇
年
〜
紀
元
前
二
二
一
年
の
各
時
点
に
お
い
て
は
、
様
々
な
意
味

を
も
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

戎
の
字
形
は
お
も
に
戈

(

武
器)

と
甲

(

鎧
の
一
片)

よ
り
な
る
。
紀

元
後
二
世
紀
の
文
字
学
者
許
慎
に
よ
る
と
、
戎
の
原
義
は
武
器
で
あ
っ

た

(�)

。
戎
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
非
中
国
的
野
蛮
人
を
さ
す
族
名
に
な
っ
た

の
か
は
不
明
だ
が
、
族
名
の
戎
は
商
代
甲
骨
文
に
は
見
え
な
い
。
他
方
、

そ
れ
は
周
の
史
料
に
頻
見
す
る
。
よ
っ
て
、
戎
の
族
名
化
が
周
人
の
あ

い
だ
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

戎
の
前
身
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
論
拠
に
よ
る
と
、
姫
ク
ラ
ン
の

周
人
・
姜
ク
ラ
ン
・�
ク
ラ
ン
の
秦
人
の
三
者
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

周
人
―
戎
間
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
長
ら
く
先
学
が
検
討
し
て
い
る

(�)

。

す
な
わ
ち
姫
ク
ラ
ン
は
、
農
業
的
生
活
へ
の
適
応
と
戎
習
俗
か
ら
の
脱

却
に
よ
る
文
明
化
以
前
に
は
、
戎
の
あ
い
だ
で
生
活
し
て
い
た
の
で
あ

る

(�)
。
ま
た
武
王
征
商
後
に
も
な
お
、
漢
文
史
料
の
中
で
戎
と
さ
れ
続
け

た
姫
ク
ラ
ン
の
数
支
族
が
い
た

(�)

。

次
に
、
姜
ク
ラ
ン
と
戎
と
の
関
連
は
、
姫
と
戎
と
の
関
連
よ
り
も
強

固
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。『

左
伝』

に
よ
る
と
、
晉
と
対
秦
同
盟
を
結

ん
だ
戎
集
団

(

姜
戎)

は
実
際
に
姜
ク
ラ
ン
の
一
支
で
あ
っ
た

(�)

。『

国

語』

に
は
、
姜
ク
ラ
ン
内
の
戎
集
団
が
周
宣
王
の
軍
を
破
っ
た
と
あ
る

(�)

。

申
国
の
人
々

(

渭
水
流
域
の
姜
ク
ラ
ン
中
最
強)

で
さ
え
、
漢
文
史
料
で

は
申
戎
と
さ
れ
た
。
そ
の
上
、
申
と
戎
の
関
連
性
は
、
紀
元
前
七
七
一

年
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
犬
戎
の
助
け
を
借
り
て
申
侯
が
幽
王
を
殺
害
し
、

全
て
の
周
王
族
と
追
従
者
を
渭
水
流
域
外
へ
駆
逐
し
た
事
実
に
端
的
に
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し
め
さ
れ
て
い
る

(�)
。

最
後
に
、
秦
人
と
戎
の
関
連
は
最
も
強
固
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
秦

人
の
民
族
形
成
史
に
は
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
理
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

�
ク
ラ
ン

(

秦
の
支
配
層
ク
ラ
ン)

の
歴
史
と
そ
の
他
の
ク
ラ
ン
の
地
理

的
分
布
を
重
視
す
る
先
学
は
、
秦

(

少
な
く
と
も
そ
の
支
配
層)

を
東
方

起
源
と
し

(�)
、
漢
文
史
料
に
秦
と
戎
の
関
連
が
み
え
る
点
に
注
目
す
る
他

の
先
学
は
、
秦
人
を
渭
水
流
域
の
原
住
民
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

(�)

。

た
し
か
に
、�
ク
ラ
ン
の
東
方
の
一
支
族
が
渭
水
上
流
域
へ
移
動
し
、

原
住
民
の
あ
い
だ
で
繁
栄
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
だ
が
、
秦
人
を
東
方

起
源
と
す
る
考
え
が
、
も
し

『

史
記』
秦
本
紀
の
秦
民
族
形
成
史
に
の

み
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば

(�)
、
そ
の
説
に
は
同
意
し
が
た
い
。
と
い
う
の
も
、

あ
ら
ゆ
る
民
族
形
成
史
話
に
由
来
す
る
情
報
は
必
ず
し
も
歴
史
的
事
実

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
章
で
こ
の
問
題
に
戻
ろ
う
。

今
か
り
に
秦
の�
ク
ラ
ン
が
東
方
に
起
源
し
た
と
解
し
た
と
し
て
も
、

彼
ら
は
西
周
末
期
ま
で
に
、
す
で
に
相
当
長
期
間
渭
水
流
域
に
住
ん
で

い
た
わ
け
で
、
そ
の
全
員
も
し
く
は
大
半
が
渭
水
流
域
の
原
住
民
に
由

来
し
た
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
紀
元
前
九
世

紀
〜
紀
元
前
八
世
紀
の
秦
は
、
華
夏
―
戎
間
の
ど
こ
か
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

戎
と
姫
・
姜
・
秦
の�
ク
ラ
ン
と
の
民
族
的
政
治
的
関
係
は
、
以
下

の
史
料
に
も
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
周
孝
王
期

(

紀
元
前

九
〇
九
年
〜
紀
元
前
八
九
五
年)

に
秦
の
創
設
者
非
子

(

大
駱
の
子
で
、
渭

水
流
域
の�
ク
ラ
ン
の
長
で
も
あ
る)

は
、
馬
の
飼
育
を
以
て
周
王
に
よ

く
仕
え
た
。
そ
の
襃
美
と
し
て
周
王
は
、
非
子
を
大
駱
の
後
継
者
成
と

同
じ
位
に
ま
で
格
上
げ
し
た
。
だ
が
成
は
、
姜
ク
ラ
ン
に
属
す
る
強
大

な
申
侯
の
孫
で
も
あ
っ
た
。
申
侯
は
非
子
の
格
上
げ
に
反
対
し
、
次
の

よ
う
に
王
に
の
べ
た
。

昔
、
我
が
先
の�
山
の
女
、
戎
胥
軒
の
妻
と
爲
り
、
中�

を
生
む

(�)

。

親
の
故
を
以
て
周
に
帰
し
、
西
垂
を
保
ち
、
西
垂
は
其
の
故
を
以

て
和
睦
す
。
今
、
我
は
復
た
大
駱
に
妻
を
與
え
、
適
子
成
を
生
む
。

申
・
駱
、
婚
を
重
ぬ
れ
ば
、
西
戎
は
皆
な
服
す
べ
し
。
所
以
は
王

の
為
な
り
。
王
、
其
れ
之
を
図
れ

(�)

。

本
史
料
は
、
姫
・
姜
・�
ク
ラ
ン
と
戎
と
の
、
重
要
だ
が
微
か
な
関
係

性
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
西
周
時
代
の
渭
水
流
域
に
お
い
て

華
夏
―
戎
間
に
は
明
ら
か
に
比
較
的
ゆ
る
い
民
族
的
境
界
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
二
つ
の
民
族
集
団

(

姜
ク
ラ
ン
の
申
族
と�
ク

ラ
ン
の
大
駱)

は
、
民
族
的
境
界
の
枠
を
越
え
て
相
互
交
流
し
て
い
た
。

姫
・
姜
・�
ク
ラ
ン
の
う
ち
、
大
駱
率
い
る�
ク
ラ
ン
と
最
も
緊
密
な

の
は
戎
、
次
は
姜
で
、
最
も
疏
遠
な
の
が
姫
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
白
で

あ
る
。
よ
っ
て
周
王
―
戎
間
の
関
係
性
は
間
接
的
に
、
姜
―�
間
の
親

近
性
と
関
連
付
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る

(�)

。
要
す
る
に
、
西
周
時
代
に
渭

水
流
域
の
民
族
的
辺
境
上
で
戎
や
華
夏
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
、

程
度
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
西
周
没
落
後
の
渭
水
流
域
に
お
け
る
変
化
に
注

目
し
よ
う
。
紀
元
前
七
七
一
年
の
動
乱
時
に
秦
は
周
王
に
忠
誠
を
誓
っ

た
。
そ
の
結
果
周
王
は
、
秦
が
戎
を
岐
西
方
の
地
か
ら
駆
逐
し
た
暁
に
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は
秦
に
当
地
を
与
え
る
と
約
束
し
た
。
か
く
て
秦
―
戎
間
の
長
期
戦
が

始
ま
っ
た

(�)
。
秦
が
戎
と
の
関
係
を
完
全
に
除
去
し
て
華
夏
人
化
し
た
の

は
こ
う
し
た
状
況
下
で
あ
っ
た
。
秦
の
中
国
化
と
紀
元
前
七
七
一
年
の

事
件
は
、
戎
―
夏
間
の
最
後
に
残
っ
た
関
連
性
を
断
ち
切
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

春
秋
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
戎
は
河
南
か
ら
甘
粛
東
方
へ
広
く
拡
散

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
広
範
な
拡
散
は
従
来
、
西
周
崩
壊
後
に

西
方
野
蛮
人
が
あ
ま
ね
く
北
方
・
西
方
中
国
を
放
浪
し
た
も
の
と
説
明

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
可
能
性
は
あ
る
。
だ
が
別
の
説
明
も
あ
り
う
る
。

す
な
わ
ち
、
戎
の
広
範
な
分
布
は
中
国
人
の
形
成
過
程
が
新
局
面
に
到

達
し
た
サ
イ
ン
で
あ
ろ
う
、
と
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
に
な
っ
て
中

国
人
は
、｢

我
々｣

カ
テ
ゴ
リ
か
ら
除
外
さ
る
べ
き
多
様
な
集
団
の
存

在
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
族
名
の
戎
は
、
初
め

は
渭
水
流
域
の
原
住
民
を
さ
し
て
い
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
彼
ら
は

姫
ク
ラ
ン
を
生
ん
だ
人
々
で

(�)
、
姫
ク
ラ
ン
は
戎
の
中
か
ら
対
商
戦
争
の

軍
事
的
盟
邦
を
得
た
。
武
器
と
鎧
よ
り
な
る
戎
の
字
体
は
、
そ
の
戦
争

好
き
な
性
格
を
し
め
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
姫
ク
ラ
ン
と
そ
の
盟
邦

(

た
と
え
ば
姜
ク
ラ
ン)

は
征
商
前
後
に
中
国
化
の
過
程
を
経
た
は
ず
で

あ
る

(�)

。
戎
へ
の
対
応
は
、
申
な
ど
の
姜
ク
ラ
ン
の
一
部

(

征
商
後
に
渭

水
流
域
に
居
住
し
、
そ
れ
ゆ
え
ま
だ
戎
集
団
と
一
定
の
関
係
を
有
し
て
い
た)

に
委
ね
ら
れ
た
。[

と
こ
ろ
が]

紀
元
前
七
七
一
年
の
事
件
以
来
、
秦

の
中
国
化
が
起
こ
る
や
、
華
夏
―
戎
間
の
最
後
に
残
っ
た
関
連
が
切
断

さ
れ
た
。
こ
う
し
て
春
秋
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル

戎
は
概
し
て
西
方
非
中
国
人
を
さ
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
以
外
の
三
つ

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
蛮
・
夷
・�(

そ
れ
ぞ
れ
南
・
東
・
北
の
野
蛮
人

を
表
象)

と
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
や
、
戎
の
歴
史
を
広
く
各
時
代
・
各
地
域
に
分
布
し
た
血
縁
的
・

言
語
的
も
し
く
は
文
化
的
特
長
を
共
有
す
る
集
団
の
歴
史
と
み
な
し
が

た
い
こ
と
は
、
さ
ら
に
明
白
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に

戎
の
歴
史
は
、
民
族
的
境
界
が
い
か
に
形
成
さ
れ
る
か
と
い
う
観
点
か

ら
中
国
人
の
形
成
を
説
明
す
る
た
め
の
最
良
の
事
例
を
提
供
す
る
。
す

な
わ
ち
、
西
方
人
の
一
部
が
華
夏
へ
と
変
容
し
た
一
方
で
、
戎
は
民
族

的
境
界
の
境
界
線
と
な
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
今
や
活
発
化
し
て
い
た
華

夏
人
は
民
族
的
境
界
を
画
定
し
た
の
で
あ
る
。

���������[

と
こ
ろ
が]

春
秋
時
代

(

紀
元
前
七
七
一
年
〜
紀
元
前
四
八
一
年)

・

戦
国
時
代

(

紀
元
前
四
五
〇
年
〜
紀
元
前
二
二
一
年)

に
な
る
と
隴
山
東
方

の
戎
の
大
半
は
多
種
多
様
な
華
夏
に
征
服
・
合
併
さ
れ
た
。
同
時
期
に

族
名
の

｢�
羌｣

が
漢
文
史
料
中
に
出
現
し
た
。

『
詩
経』

商
頌
に
は
、
商
王
成
湯
期
に�
羌
か
ら
派
生
し
た
全
て
の

国
が

｢�
羌｣

に
従
属
し
た
と
あ
る

(�)
。『

逸
周
書』

王
会
解
で
は
、�

羌
は
鶯
鳥
を
周
王
に
貢
物
と
し
て
献
上
し
て
い
る

(�)

。�
羌
の
語
は
ま
た

『

呂
氏
春
秋』
と

『

荀
子』

に
も
み
え
、
遺
体
を
火
葬
す
る
人
々
と
さ

れ
る

(�)
。『

呂
氏
春
秋』

で
は
、�
羌
は
ま
た
離
水
西
方
に
住
み
、
周
王
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に
支
配
さ
れ
な
い
人
々
と
さ
れ
る

(�)

。
最
後
に
、『

山
海
経』

海
内
経
に

は
乞
姓
が
あ
り
、
四
系
が
含
ま
れ
る
。
最
古
の
伯
夷
父
、
次
に
古
い
西

岳
、
そ
の
次
に
古
い
先
龍
、
そ
し
て
最
も
新
し
い�
羌
で
あ
る
。

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
諸
書
の
正
確
な
年
代

比
定
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
諸
書
は
ど
れ
も
単
独
の
撰
者
の
手
に

な
る
も
の
で
は
な
く
、
同
一
書
の
異
な
る
篇
は
異
な
っ
た
時
期
に
作
ら

れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
前
掲
諸
書
の�
羌
に
関

す
る
篇
が
ど
れ
も
春
秋
時
代
よ
り
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『
詩
経』

に
は
最
古
の
漢
文
史
料
が
一
部
含

ま
れ
る
が
、
内
容
的
に
み
る
と

『
詩
経』

商
頌
は
戦
国
時
代
に
書
か
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(�)
。
ま
た

『
逸
周
書』

に
は
、
西
周
金
文
と

類
似
の
書
式
を
有
す
る
文
書
が
一
部
含
ま
れ
る
一
方
で
、
戦
国
時
代
以

降
の
民
族
的
概
念
や
地
理
的
概
念
で
あ
る
義
渠
・
楼
煩
・
渠
捜
・
匈
奴
・

長
沙
な
ど
を
含
む
王
会
解
の
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
る

(�)
。
同
様
の
理
由

で
先
学
は
、『

山
海
経』

海
内
経
を
戦
国
時
代
以
後
の
作
と
す
る

(�)
。

『

荀
子』

大
略
篇
は
さ
ら
に
お
そ
い
。
大
略
篇
が
荀
子
自
身
の
作
で

は
な
く
、
荀
子
の
学
生
も
し
く
は
漢
儒
の
作
で
あ
る
こ
と
は
随
分
前
か

ら
知
ら
れ
て
い
た

(�)

。
最
後
に
、『

呂
氏
春
秋』

の
年
代
は
明
確
で
、
戦

国
末
期
に
完
成
し
た
。
ま
た
先
学
は
一
般
に

『

呂
氏
春
秋』

の
内
容
と

成
立
年
代
に
は
ほ
と
ん
ど
疑
念
を
持
っ
て
い
な
い

(�)
。
前
掲
諸
書
の
詳
細

な
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
少
な
く

と
も
ほ
ぼ
春
秋
時
代
〜
漢
代
前
期
の
中
国
人
の
思
想
を
し
め
す
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。

次
に
前
掲
諸
史
料
の
性
格
と
、
そ
の
中
で
も�
羌
の
語
を
含
む
箇
所

に
注
目
し
よ
う
。
ま
ず
前
掲
諸
書
が
、『

詩
経』

商
頌
を
除
き
、
全
て

戦
国
思
想
家
の
作
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
前

掲
諸
書
と
く
に�
羌
関
連
の
諸
書
は
ど
れ
も
伝
説
・
想
像
・
民
間
伝
承
・

伝
聞
に
拠
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば

『

逸
周
書』

に
は
、�
羌
と
諸
外
国

も
し
く
は
蛮
人
が
自
ら
周
王
に
服
属
し
、
貢
物
と
し
て
貴
重
な
宝
物
や

伝
説
的
動
物
を
献
上
し
た
と
あ
る
。
そ
の
中
の
一
部
の
人
々

(

た
と
え

ば
黒
豹
・
白
民
・
歐
人)

や
動
物

(

た
と
え
ば
乗
黄
・��

・
文
馬)

は
、

地
理
・
人
間
・
動
物
の
伝
説
に
満
ち
た

『

山
海
経』

に
も
み
ら
れ
る

(�)

。

同
様
の
状
況
は『

呂
氏
春
秋』

に
も
み
ら
れ
、�
羌
を
含
む
多
様
な
人
々

が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
部
は
饕
餮
や
窮
奇
と
い
っ
た
人
々
で
、

彼
ら
の
伝
説
的
特
徴
は
他
の
漢
文
史
料
に
も
明
瞭
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
以
外
の
大
解
・
陵
魚
・
送
龍
・
鹿
野
と
い
っ
た
人
々

は
他
に
見
え
な
い

(�)

。
彼
ら�
羌
の
地
理
的
分
布
は
、
前
掲
の

『

逸
周
書』

や

『

呂
氏
春
秋』

に
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
東
方
人
の
カ
テ
ゴ
リ

に
含
ま
れ
る
。

『

呂
氏
春
秋』

に
よ
る
と
、�
羌
の
語
は
ま
た
、
敵
に
捕
縛
さ
れ
る

こ
と
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
が
死
後
に
火
葬
さ
れ
得

な
く
な
る
こ
と
の
方
を
心
配
す
る
よ
う
な
人
々
を
さ
し
た

(�)

。
ほ
ぼ
同
内

容
の
段
落
が

『

荀
子』

に
も
み
ら
れ
る

(�)

。
火
葬
を
実
施
す
る
人
々
は

『

墨
子』
に
も
み
え
、
秦
西
方
の
義
渠
と
さ
れ
る

(�)

。
こ
れ
ら
三
つ
の
参

考
資
料
は
間
違
い
な
く
同
一
情
報
に
基
づ
い
て
い
る

(�)

。

前
掲
諸
史
料
を
基
礎
に
い
え
る
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
戦
国
時
代
に
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族
名�
羌
は
、
お
も
に
思
想
書
に
現
れ
、
伝
説
上
の
人
々
や
伝
聞
で
の

み
知
ら
れ
る
西
方
人
を
表
象
し
た
。
他
方
で�
羌
の
語
は
、『

国
語』

『
戦
国
策』

『

左
伝』

と
い
っ
た
、
現
実
の
人
々
や
当
時
の
出
来
事
に
関

す
る
記
録
の
中
に
は
見
出
せ
な
い
。
よ
っ
て
戦
国
時
代
に
お
け
る�
羌

の
語
が
、
彼
ら
が
自
己
同
定
す
る
の
に
用
い
た
内
名
で
は
な
く
、
中
国

人
が
用
い
た
外
名
で
も
な
い
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

�
羌
は
西
方
人
の
伝
説
的
な
人
々
の
カ
テ
ゴ
リ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
次
の
よ
う
な
疑
問
が
湧
く
。
な
ぜ
五
百
年
間
も
消
失
し
て
い

た
族
名
の
羌
が
、
原
形
の
羌
で
は
な
く
、�
羌
と
い
う
形
で
再
度
出
現

し
た
の
か
。
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
疑
問
に
適
切
な

解
答
を
与
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
甲
骨
文
に
由
来
し

た
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
甲
骨
文
に
は��

(�
羌)

と
い
う
二

字
連
続
の
語
が
頻
見
す
る
。
一
部
の
先
学
は�
字
を
現
代
中
国
語
の

｢

以｣

と
し

(�)

、
他
の
先
学
は

｢�｣
と
す
る
が

(�)
、
い
ず
れ
に
せ
よ
当
該

字
は
一
般
に

｢

呼
び
出
す

(�)｣
や

｢

捕
ま
え
る

(�)｣
の
意
の
動
詞
と
さ
れ
る
。

一
部
の
先
学
に
よ
れ
ば
、
甲
骨
文
の�
字
と
現
代
中
国
語
の�
字
の
字

形
的
類
似
は
両
字
の
同
一
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
、
ゆ
え
に
春
秋
戦

国
時
代
に
お
い
て�
と�
は
同
字
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
が

現
段
階
で
は
証
拠
不
足
で
、
定
見
に
至
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
春
秋
戦
国
時
代
の
中
国
人
は
、
戎
よ
り
も
さ
ら
に
西
方

の
人
々
に
対
し
て
曖
昧
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
時
に

｢�
羌｣

が
、
そ
の
よ
う
な
遠
方
の
西
方
人
を
さ
す
概
念
と
し
て
出
現
し
た
。

そ
の
際
に�
羌
概
念
は
、
伝
説
や
伝
聞
で
の
み
知
ら
れ
る
人
々
を
つ
ね

に
意
味
し
、
当
時
中
国
側
と
直
接
的
接
点
を
も
つ
人
々
の
こ
と
は
含
意

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節

後
漢
時
代
に
お
け
る
羌
概
念

戦
国
時
代
の
次
の
時
代
は
、
秦
帝
国

(

紀
元
前
二
二
一
年
〜
紀
元
前
二

〇
六
年)

と
漢
帝
国

(

紀
元
前
二
〇
二
年
〜
紀
元
後
七
年)

の
時
代
で
あ
る
。

当
該
時
期
の
中
国
は
政
治
的
中
央
集
権
化
と
領
域
的
・
民
族
的
拡
大
と

に
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
西
方
で
は
、
た
と
え
ば
中
国
式
の
軍
隊
・
政
治

的
支
配
・
農
業
・
文
化
的
価
値
が
、
レ
ス
や
そ
の
他
の
耕
作
に
適
し
た

土
壌
を
含
む
全
地
域
へ
と
浸
透
し
た
。
同
時
に
、
西
方
人
に
関
す
る
知

識
が
い
ち
じ
る
し
く
増
加
し
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
戎
は
西
方
非
中
国

人
の
多
様
性
全
て
を
描
き
出
す
の
に
は
不
十
分
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
状
況
下
で
、
か
つ
て
は
強
靭
と
さ
れ
不
人
気
で
も
あ
っ
た
戦
国
時
代

の
西
方
非
中
国
人
概
念
は
、�
羌
か
ら�
・
羌
へ
と
二
分
さ
れ
た
。
以

下
で
は
、
そ
の
中
で
も
羌
概
念
が
紀
元
前
三
世
紀
〜
紀
元
後
二
世
期
に

か
け
て
、
地
理
的
・
人
口
統
計
的
に
い
か
に
西
方
へ
移
動
し
た
の
か
を

説
明
し
た
い
。

紀
元
前
二
世
紀
前
後
、
漢
代
隴
西
郡
に
は
羌
道
・�
道
の
二
地
域
が

あ
っ
た
。
隴
西
郡
は
、
紀
元
前
二
七
二
年
の
秦
の
義
渠
戎
征
服
後
に
建

て
ら
れ
、
戎
が
も
と
も
と
支
配
し
て
い
た
東
方
隴
山
〜
西
方
永
靖
付
近

黄
河
流
域
の
地
を
制
圧
下
に
お
い
た
。
秦
代
に
お
け
る
隴
西
の
地
名
は

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い

(�)
。
し
か
し�
道
と
羌
道
は
早
く
も
前
漢
最
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初
の
数
十
年
間
に
現
れ
た
で
あ
ろ
う
。『

漢
書』

に
は
、
紀
元
前
一
八

七
年
に
武
都
道
と
羌
道
で
発
生
し
た
地
震
の
記
録
が
あ
る

(�)

。
ま
た

『

後

漢
書』
に
は
、
前
漢
景
帝
期

(

紀
元
前
一
五
六
年
〜
紀
元
前
一
四
一
年)

に

研
種
の
羌
を
隴
西
郡
に
移
住
さ
せ
、｢

狄
道
・
安
故
に
徙
し
、
臨り
ん�
と
う

・

�
道
・
羌
道
縣
に
至
ら
し

(�)｣
め
た
と
あ
る
。
だ
が
、『

漢
書』

が
紀
元

前
一
八
七
年
の
地
震
か
ら
約
三
〇
〇
年
後
に
成
書
さ
れ
、『

後
漢
書』

が
前
漢
景
帝
期
か
ら
約
六
〇
〇
年
後
に
成
書
さ
れ
た
点
に
も
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
両
史
料
は
直
接
的
・
間
接
的
に
前
漢
の
公
的
記
録
に
基
づ

く
デ
ー
タ
を
用
い
た
は
ず
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に
前
漢
の
同
時
代
史

料
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
前
漢
早
期
に
羌
と�
が
地
理
的
に
隴
西
郡
内

に
い
た
こ
と
を
し
め
す
に
は
、
別
途
さ
ら
な
る
証
拠
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
論
拠
と
し
て
、
司
馬
遷

(

紀
元
前
一
四
五
年
〜
紀
元
前
八
六
年
？)

の

『

史
記』

は
必
要
な
証
拠
を
提
供
し
て
い
る
。

�����������大
歴
史
家
司
馬
遷
は
紀
元
前
九
〇
年
頃
に
記
念
碑
的
著
作

『
史
記』

を
完
成
さ
せ
た
。
本
書
は
、
伝
説
的
諸
王
期
〜
漢
代
前
期
百
年
間
の
歴

史
を
含
む
。
よ
っ
て
そ
れ
は
、
漢
代
の
一
流
歴
史
家
が
想
定
す
る
羌
の

歴
史
と
現
実
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
し
め
す
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
羌
関
連
の
巻
と
、
羌
を
含
む
文
脈
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(

１)

五
帝
本
紀
。
本
巻
で�
羌
の
語
は
、
伝
説
の
聖
王
舜
に
服
属

し
た
西
方
非
中
国
人
を
さ
す

(�)

。

(

２)

周
本
紀
。
本
巻
の
羌
は
武
王
征
商
に
参
加
し
た
多
く
の
西
方

人
の
一
部
で
あ
っ
た

(�)

。

(

３)

秦
始
皇
本
紀
。
本
史
料
に
よ
る
と
、
秦
始
皇
二
十
六
年

(

紀

元
前
二
二
一
年)

に
秦
が
中
国
を
統
一
し
た
際
、
統
一
秦
の
領

域
は
西
方
の
臨�

・
羌
中
に
拡
大
し
た

(�)

。

(

４)

六
国
年
表
。
本
年
表
の
西
羌
は
聖
王
禹
が
生
ま
れ
た
西
方
の

地
を
さ
す

(�)

。

(

５)

漢
興
以
来
将
相
名
臣
年
表
。
こ
こ
で
西
羌
は
確
実
に
、
紀
元

前
四
二
年
に
漢
軍
に
攻
撃
さ
れ
た
当
時
の
人
々
を
さ
す

(�)

。

(

６)

平
準
書
。
本
巻
の
羌
は
紀
元
前
一
一
二
年
〜
紀
元
前
一
一
一

年
の
隴
西
に
お
け
る
反
乱
に
ま
き
こ
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
る

(�)

。

(

７)

李
将
軍
列
伝
。
本
巻
の
羌
は
、
当
時
の
隴
西
郡
長
官
李
将
軍

に
虐
殺
さ
れ
た
人
々
で
あ
る

(�)

。

(

８)

匈
奴
列
伝
。
本
巻
で�
羌
と
月
氏
は
ま
ず
、
匈
奴
右
王
の
領

域
と
隣
接
す
る
遠
方
の
西
方
地
域
と
さ
れ
、
の
ち
に
羌
は
ま
た

非
中
国
人
と
さ
れ
、
彼
ら
と
胡
と
の
交
流
は
酒
泉
設
置
で
切
断

さ
れ
た
と
い
う

(�)

。

(

９)

衛
将
軍
驃
騎
列
伝
。
羌
の
語
は
、
漢
軍
が
紀
元
前
一
一
九
年

〜
紀
元
前
一
〇
六
年
に
匈
奴
を
攻
撃
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
し

め
す
段
落
中
に
み
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
漢
が
東
方
・
南
方
・

西
方
で
匈
奴
以
外
の
敵

(

羌
を
含
む)

と
の
戦
争
に
巻
き
込
ま

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

(�)
。

(�)
平
津
侯
主
父
列
伝
。
紀
元
前
一
三
〇
年
前
後
の
厳
安
に
よ
る

上
書
に
西
方
非
中
国
人
を
さ
す
羌�
の
語
が
み
え
る

(�)

。
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(�)
淮
南
衡
山
列
伝
。
紀
元
前
一
二
三
年
の
伍
被
に
よ
る
上
書
に

も
羌�
と
あ
り
、
非
中
国
人
を
さ
す

(�)

。

(�)
大
宛
列
伝
。
本
伝
で
羌
の
語
は
、
匈
奴
南
方
に
住
む
人
々
を

さ
し
、
彼
ら
は
匈
奴
に
隣
接
し
、
中
国
と
中
央
ア
ジ
ア
と
の
連

絡
通
路
を
遮
断
し
た

(�)
。
ま
た
本
伝
に
お
い
て
地
理
用
語
の
羌
中

(

羌
人
の
地)
が
出
現
し
た

(�)
。

(�)
亀
策
列
伝
。
本
伝
に
は

｢

蠻
夷
・�
羌

(

も
し
く
は
蛮
・
夷
・

�
・
羌
と
訓
む)
は
、
君
臣
の
序
無
き
と
雖
も
、
亦
た
決
疑
の

卜
有
り｣

と
あ
る
。
当
該
文
脈
上
、�
羌
の
語
は
野
蛮
人
一
般

を
さ
す

(�)
。

(�)
貨
殖
列
伝
。
本
伝
の�
羌
は
、
西
方
・
北
西
の
諸
郡

(

天
水
・

隴
西
・
上
郡
等)

に
経
済
的
利
益
を
与
え
た
豊
饒
な
地
を
さ
す

(�)
。

読
者
は
こ
れ
ら
を
一
見
す
る
や
い
な
や
、『

史
記』
に
は
羌
関
連
の
記

録
が
膨
大
に
あ
る
と
の
印
象
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
現
存

『

史
記』

が
原
版

『

史
記』

と
か
な
り
異
な
る
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
ま
ず

『

史
記』

の
数
巻
は
長
ら
く
失
わ
れ
て
お
り
、
現
存
の

当
該
部
分
は
明
ら
か
に
後
世
の
学
者
が
し
る
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
、

紀
元
前
一
二
二
年

(

お
そ
ら
く

『

史
記』

成
立
時
期)

以
後
や
司
馬
遷
死

亡
後
の
事
象
に
関
す
る
記
録
は
、『

史
記』

原
版
と
み
な
せ
な
い
。『

漢

書』

の
該
当
箇
所
と
比
較
す
る
と
、
司
馬
遷
後
の
学
者
が

『

史
記』

の

補
完
を
目
的
と
し
て
、『

漢
書』

か
ら
関
連
史
料
を
採
用
し
て

『

史
記』

を
補
完
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る

(�)

。
上
述
の

『

史
記』

の
羌
関
連
巻
に

は
そ
の
両
方
が
看
取
さ
れ
る
。

た
と
え
ば

(

５)

と

(�)

は
長
ら
く
失
わ
れ
て
お
り

(�)

、
そ
の
現
行

版
は
司
馬
遷
以
後
の
学
者
が
作
っ
た
。
ま
た

(

５)

の
羌
に
関
わ
る
全

事
象
は
司
馬
遷
の
死
後
に
発
生
し

(�)

、
当
該
箇
所
が
司
馬
遷
作
で
な
か
っ

た
こ
と
を
追
証
す
る
。

ま
た

(

６)

と

(�)

は

『

漢
書』

の
写
し
で
あ
る

(
)100

。
崔
適
と
梁
啓

超
は
、『

漢
書』

該
当
箇
所
が

『

史
記』

の
補
遺
に
用
い
ら
れ
た
と
す

る

(
)101

。

(�)
の
厳
安
に
よ
る
上
書
も
羌
と
の
関
連
が
看
取
さ
れ
る
。
だ
が

五
世
紀
の
注
釈
家
裴�
は
徐
広
の
言
を
引
用
し
、
厳
安
は

『

史
記』

の

別
版
を
発
見
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
す
る

(
)102

。
む
し
ろ

『

漢
書』

に

は
、
個
人
的
文
書
を
関
連
巻
に
含
め
る
傾
向
が
あ
り
、
よ
っ
て
当
該
記

録
は
初
め
か
ら

『

漢
書』

に
記
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い

(
)103

。

ま
た

『

史
記』

の
成
書
年
代
が
、
そ
の
中
の
原
版
で
は
な
い
箇
所
を

確
定
す
る
た
め
の
鍵
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
崔
適
は
司
馬
遷
自
序
の

記
載
に
基
づ
き
、『

史
記』

は
紀
元
前
一
二
二
年
に
成
書
さ
れ
た
と
し

(
)104

、

梁
啓
超
も
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る

(
)105

。
こ
の
成
書
年
代
に
基
づ
い
て
崔

適
は
さ
ら
に
、『

史
記』

の
関
連
巻
の
一
部
末
尾
に
は

『

漢
書』

の
記

事
が
補
続
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
補
続
箇
所
に
は
前
掲
の(

７)

・(

８)

・

(
９)

・(�)
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
当
該
四
巻
の
羌
関
連
の
記
録
は
、

崔
適
に
よ
れ
ば
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、『

史
記』

の
原
版
で
は
な
い
巻

末
部
分
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(
)106

。

以
上
の
崔
適
の
言
は
必
ず
し
も
全
て
正
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
太
史

公
自
序
の
中
で
司
馬
遷
が
、『

史
記』

の
内
容
が
麟
止
の
年

(

武
帝
が
聖
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な
る
動
物
の
麟
を
捕
獲
し
た
紀
元
前
一
二
二
年)

に
至
る
と
述
べ
て
い
る
の

は
事
実
で
あ
る
が

(
)107

、
司
馬
遷
に
は
執
筆
継
続
の
機
会
が
あ
り
、
紀
元
前

一
二
二
年
よ
り
も
少
し
後
の
話
を
補
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
現
行

『

史
記』

の
羌
に
関
す
る
記
録
の

大
半
が

『
漢
書』

に
由
来
す
る
か
、
紀
元
前
一
二
二
年
直
後
の
事
象
に

関
わ
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
前
漢
時
代
の
西
方
隴
西
・

河
煌
地
域
に
お
け
る
非
中
国
人
関
連
の
ほ
ぼ
全
事
件
が
紀
元
前
一
一
二

年
〜
紀
元
前
四
二
年
に
発
生
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

今
、
如
上
の
疑
わ
し
き
記
載
全
て
を
除
外
す
る
と
、
残
る
の
は(

１)

・

(

２)

・(

３)

・(

４)

・(

８)

・(�)
・(�)
と
な
ろ
う
。
上
述
の
ご

と
く
、
五
帝
本
紀
で
は
、�
羌
は
聖
王
舜
に
服
属
し
た
野
蛮
人
を
さ
し

た
。
周
本
紀
で
は
、
羌
は
対
商
戦
争
で
周
に
与
し
た
。
秦
始
皇
本
紀
と

貨
殖
列
伝
に
は
、
現
実
に
羌
中
と
い
う
地
名
が
存
在
し
た
。
ま
た
六
国

年
表
で
は
、
聖
王
禹
の
出
身
地
の
西
羌
も
地
名
で
あ
っ
た
。
最
後
に
淮

南
衡
山
列
伝
と
匈
奴
列
伝
で
は
、
羌�
や�
羌
の
語
は
概
し
て
遠
く
西

方
に
住
む
人
々
を
さ
し
た
。

先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『

史
記』

に
お
い
て
羌
の
語
は
ま
ず
商

代
末
期
に
出
現
し
、
周
人
の
同
盟
者
を
さ
し
た
。
そ
の
後
、
羌
の
語
は

秦
の
中
国
統
一
ま
で
見
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
商
末
期

(

紀
元
前
一

一
〇
〇
年
頃)

〜
秦
初
期

(

紀
元
前
二
二
一
年)

に
お
け
る
羌
関
連
の
情

報
は

『

史
記』

に
皆
無
な
の
で
あ
る

(
)108

。
こ
れ
は
、
商
代
羌
関
連
の
史
料

を
入
手
し
た
秦
漢
人
が
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
別
証
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
既
述
の
ご
と
く
、
秦
漢
の
人
々
は

『

尚
書』

牧
誓
と

『

詩
経』

商
頌
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た

『

史
記』

に
お
け
る
羌
の
概
念
は
、
そ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
概

念
な
の
か
、
そ
れ
と
も

『

漢
書』

由
来
の
概
念
な
の
か
は
と
も
か
く
、

二
つ
の
類
例
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
現
実
も
し
く
は
伝
説
上
の
西

方
人
か
西
方
地
域
を
さ
す

｢�
羌

(

１)

・(

８)

・(�)｣

・｢

羌�
(�)

・(�)｣

・｢

西
羌

(

４)｣

、
二
つ
目
は
西
方
辺
境
に
沿
っ
た
当
時

の
ト
ラ
ブ
ル
メ
ー
カ
ー

(

４)

・(

５)

・(

６)

・(

７)

・(

８)

・(

９)

と
し
て
の
羌
で
あ
る
。
彼
ら
の
居
住
地
域
は

｢

羌
中

(

３)

・(�)

・

(�)｣
と
呼
ば
れ
た
。
中
で
も
羌
中
が
地
理
的
に
有
す
る
意
味
は
、
後

漢
時
代
の
羌
に
つ
い
て
数
点
の
知
見
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。

����������羌
中
と
い
う
地
名

(

文
字
通
り
羌
の
地)

を
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
る
と
、

本
来
は�
水
上
流
〜
白
竜
江
間
の
人
々
・
地
域
を
さ
し
た
。[

だ
が]

羌
概
念
自
体
は
の
ち
に
甘
粛
回
廊
や
河
煌
地
域
の
場
所
・
人
々
を
さ
す

よ
う
に
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る

(
)109

。
羌
概
念
の
意
味
的
変
化
は
次
の
よ
う

に
裏
付
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、『

漢
書』

地
理
志
に
よ
れ
ば
、�
水

(

現
在
は
白
竜
江
と
呼
ば
れ
る)

は
蜀
山
西
南
よ
り
生
じ
て
羌
中
を
通
過

し
(
)110

、
一
方
、�
水
は
西
羌
中
に
生
ず
る
と
わ
か
る

(
)111

。
両
事
例
の
羌
中
は

い
ず
れ
も�
河
上
流
〜
白
竜
江
間
の
地
域
を
さ
す

(

図
９)

。

第
二
に
、
後
漢
時
代
に
羌
道
な
る
地
域
が
武
都
北
西
・
白
竜
江
沿
い

に
あ
り
、�
道
東
に
鄰
接
し
て
い
た

(
)112

。
そ
の
上
、
既
述
の
ご
と
く
、
秦

の
始
皇
帝
の
中
国
統
一
時
に
、
秦
帝
国
西
側
境
界
は�
河
流
域
臨�
・
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羌
中
に
達
し
た
が

(
)113

、
河
煌
地
域
・
甘
粛
回
廊
に
ま
で
は
達
し
な
か
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
羌
中
は
、
明
ら
か
に�
河
流
域
〜
白

竜
江
流
域
間
の
地
域
を
さ
し
た
。

漢
の
政
治
的
権
力
が
甘
粛
回
廊
へ
拡
大
し
た
後
、
地
理
的
概
念
の
羌

中
は
こ
の
新
し
い
西
方
辺
境
を
さ
す
の
に
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
点
は

『

漢
書』

地
理
志
の
以
下
の
地
理
的
叙
述
を
検
証
す
る
こ
と
で
わ
か
る
。

当
該
史
料
に
よ
る
と
、
甘
粛
回
廊
の
張
掖
に
は
、
羌
中
よ
り
発
し
て
北

東
の
か
た
額
済
納
河

(

中
国
語
の
居
延
海)

へ
注
ぐ
羌
谷
水

(

現
在
は
黒

河
と
呼
ば
れ
る)

が
あ
っ
た

(
)114

。
ま
た
酒
泉
の
呼
蠶
水

(

討
頼
河)

は
南
羌

中
よ
り
発
し
、
東
北
の
か
た
会
水
の
羌
谷
へ
注
ぐ

(
)115

。
敦
煌
の
南
籍
端
水

(

疏
勒
河)

と�
置
河

(

も
し
く
は
党
河)
は
と
も
に
南
羌
中
よ
り
発
す

る

(
)116

。
こ
れ
ら
四
河
川

(

現
在
の
黒
河
・
討
頼
河
・
疏
勒
河
・
党
河)

は
全
て

祁
連
山
脈
よ
り
発
す
る

(

図
９
参
照)

。
も
し
祁
連
山
脈
が
羌
中
か
南

羌
中
で
あ
れ
ば
、
羌
中
は
お
も
に
祁
連
山
脈
地
帯
と
甘
粛
回
廊
を
含
む

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
漢
代
に
お
い
て
張
掖
を
南
北
に
流
れ
る

河
川
の
大
半
が
羌
谷
水
と
称
さ
れ
た
事
実
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
観
点
を
補
う
証
拠
は
他
に
も
あ
る
。
前
漢
武
帝
期
に
漢
使
張
騫

が
大
夏

(

バ
ク
ト
リ
ア)

か
ら
帰
国
し
た
。
彼
が
通
過
せ
ん
と
し
て
失

敗
し
た
ル
ー
ト
は
、
南
山

(

も
し
く
は
祁
連)

山
脈
沿
い
に
羌
中
を
通

過
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(
)117

。
こ
の
場
合
の
羌
中
も
祁
連
山
脈
と
甘

粛
回
廊
沿
線
地
域
を
さ
す
。
ま
た

『

漢
書』

趙
充
国
伝
に
よ
る
と
、
匈

奴
が
羌
中
に
達
し
え
た
は
ず
の
ル
ー
ト
は
、
額
済
納
河
南
西
か
ら
ロ
プ

ノ
ー
ル
へ
抜
け
、
長
城
沿
い
に
東
方
へ
転
進
し
、
張
掖
属
国
へ
と
向
か

う
も
の
で
あ
っ
た

(
)118

。
本
史
料
の
羌
中
は
甘
粛
回
廊
も
さ
し
た
。
ま
た
最

後
に
、
後
漢
時
代
に
羌
中
は
隴
西
・
北
地
・
上
郡
・
安
定
諸
郡
西
方
に

広
が
る
富
裕
な
地
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

(
)119

。
漢
代
河
煌
地
域
が
必
ず
し
も

富
裕
で
な
か
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
こ
の
場
合
の
羌
中
も
お
も

に
甘
粛
回
廊
地
域
を
さ
し
た
は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
、
甘
粛
回
廊
上
の
漢
代
守
備
隊
駐
屯
所
の
遺
址
よ
り
見
つ
か
っ

た
竹
簡
や
木
簡
か
ら
、
さ
ら
な
る
証
拠
が
得
ら
れ
る
。
第
一
に
、
公
的

記
録
に

｢

羌
に
殺
さ
れ
た
低
級
官
吏
全
員
に
葬
儀
代
三
万
銭
を
与
え
る

(
)120

(

各
持
下
吏
爲
羌
人
所
殺
者
賜
葬
錢
三
萬
。������)｣

と
あ
り
、
私
的
文
書

と
思
わ
れ
る
別
証
に

｢

私
は
徴
兵
さ
れ
て
羌
中
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て

数
年
で
す
が
、
恩
に
報
い
る
方
法
が
な
く
…
…

(
)121

(

置
羌
中
數
年
无
以
報
厚

恩
…
…
。������

)｣

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
竹
簡
・
木
簡
は
前
漢
宣
帝
神

爵
年
間

(

紀
元
前
六
一
年
〜
紀
元
前
五
八
年)

の
も
の
で
あ
る
。
前
掲
二

史
料
は
明
ら
か
に
、
後
漢
時
代
に
張
掖
郡
の
中
国
人
が
甘
粛
回
廊
上
の

漢
代
守
備
隊
駐
屯
所
周
辺
を
羌
中
と
呼
び
、
ま
た
地
元
の
非
中
国
人
を

羌
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
し
め
す
。

も
っ
と
も
、
広
範
囲
な
羌
中
地
域
に
は
河
煌
地
域

(

漢
代
中
国
人
に

よ
る
占
領
後)

も
含
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。『

漢
書』

地
理
志
に
よ
る
と

積
石
山
は
南
西
羌
中
に
位
置
し
た

(
)122

。
こ
の
場
合
の
羌
中
は
河
煌
地
域
を

含
む
。

河
煌
地
域
の
人
々
と
漢
代
中
国
の
人
々
が
早
期
に
接
触
し
た
時
の
記

録
は
次
の
史
料
に
み
え
る
。
第
一
に
、
前
漢
景
帝
期

(

紀
元
前
一
五
六

年
〜
紀
元
前
一
四
一
年)

に
研
種
の
種
長
留
何
は
、
漢
に
属
し
て
族
民
を
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隴
西
に
移
住
さ
せ
た

(
)123

。
だ
が
当
該
記
録
は
、『

後
漢
書』

西
羌
伝
に
の

み
見
え
、
そ
れ
以
前
の

『

史
記』

や

『

漢
書』

に
は
み
え
ず
、
よ
っ
て

疑
わ
し
い
。
次
に
前
漢
武
帝
期
の
紀
元
前
一
一
二
年
に
、
二
将
軍
が
西

羌
の
台
頭
を
抑
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
。
最
も
豊
富
に
史
料
の
残
る

早
期
の
羌
―
漢
間
関
係
は
、
後
漢
順
帝
期
に
生
じ
た
。
本
稿
で
は
第
三

章
で
当
該
史
料
に
言
及
し
た
。『

史
記』

と

『

漢
書』

に
み
ら
れ
る
記

載
か
ら
、
河
煌
人
が
漢
文
史
料
上
に
出
現
し
た
最
初
期
で
さ
え
、
彼
ら

が
一
般
に

｢

西
羌｣

と
呼
ば
れ
、
ご
く
一
部
の
事
例
に
限
り

｢

南
羌｣

と
も
呼
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
る

(
)124

。
他
方
、
前
漢
時
代
に
隴
西
・
甘
粛
回

廊
の
羌
が

｢

東
羌｣

や

｢

北
羌｣
と
表
記
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の

こ
と
は
ま
た
、
漢
代
中
国
人
に
と
っ
て
の
羌
概
念
が
ま
ず
河
煌
地
域
の

東
方

(

隴
西
地
域)

や
北
方

(

甘
粛
回
廊)

の
人
々
を
さ
す
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。

以
上
、
地
理
的
用
語
羌
中
と
族
名
羌
が
某
時
期
に
い
か
な
る
意
味
を

有
し
て
い
た
の
か
を
具
体
的
に
画
定
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が

全
証
拠
が
、
羌
中
概
念
が
不
断
に
変
動
し
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い

る
。
羌
中
は
前
漢
早
期
や
秦
代
に
初
出
し
、�
河
上
流
〜
白
竜
江
間
の

地
域
を
さ
し
た
。
そ
し
て
漢
軍
と
植
民
者
の
西
漸
に
伴
い
、
羌
中
と
族

名
羌
は
最
終
的
に
甘
粛
回
廊

(

の
ち
に
河
煌)

の
地
域
や
住
民
を
さ
す

よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

後
漢
魏
晋
時
代
に
族
名
羌
は
さ
ら
に
西
漸
し
て
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
へ

移
っ
た
。
す
な
わ
ち
、�
羌
と
赤
水
羌
が
陽
水
以
西
に
い
た

(
)125

。�
羌
は
、

『

漢
書』

に
よ
れ
ば
王
国
で
、
四
五
〇
世
帯

(

一
七
五
〇
人
の
遊
牧
民)
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よ
り
な
り
、
卓
越
し
た
製
鉄
技
術
を
有
し
て
い
た
。
ま
た�
羌
は
か
つ

て
羌
一
般
の
意
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る

(
)126

。
そ
の
上
、
東
ト
ル
キ
ス

タ
ン
に
お
け
る
羌
の
痕
跡
は
考
古
学
的
遺
址
に
も
見
出
さ
れ
る
。
タ
リ

ム
盆
地
北
端
の
沙
雅
遺
址
に
お
け
る
考
古
発
掘
で
は
、｢

漢
帰
義
羌
長

印

(

自
ら
漢
に
服
属
し
た
羌
の
部
族
長
の
印)

｣

の
刻
印
が
見
つ
か
っ
た

(
)127

。

�
羌
西
方
で
は
後
代
に
も
っ
と
多
く
の
羌
種
族
の
存
在
が
記
録
さ
れ

て
い
る

(
)128

。
魏
晋
時
代

(
紀
元
前
二
二
一
年
〜
紀
元
前
四
二
〇
年)

に
は
黄
牛

羌
・
白
馬
羌
・
葱�
羌
が
パ
ミ
ー
ル
―�
羌
間
の
崑
侖
山
脈
に
分
布
し

て
い
た
。
だ
が
彼
ら
の
存
在
は
漢
代
史
料
に
見
え
な
い
。

以
上
の
論
拠
全
て
が
、
羌
の
語
が
遠
く
西
方

(

以
前
よ
り
羌
地
で
あ
っ

た
が
、
漢
代
中
国
人
の
拡
大
と
と
も
に
再
編
さ
れ
た
地
域)

の
人
々
を
さ
し

て
い
た
こ
と
を
し
め
す
。
よ
っ
て
、
か
か
る
人
々
を
指
示
す
る
の
に
用

い
ら
れ
た
地
名
は
、
辺
境
拡
大
と
と
も
に
新
領
域
に
付
与
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た

(

図
９)

。

����������西
羌
伝
に
よ
る
と
、
羌
は
ま
た
漢
代
中
国
の
南
西
国
境
沿
い

(
現
在

の
四
川
北
方
や
西
方
で
あ
ろ
う)

に
分
布
し
て
い
た
。
北
か
ら
南
に
か
け

て
次
の
よ
う
な
多
様
な
集
団
が
い
た
。(

１)

武
都
付
近
の
参
狼
羌
、

(

２)

広
漢
の
境
界
を
越
え
て
住
む
白
馬
羌
、(

３)

周
原
西
境
外
の
大

�

羌
・
竜
橋
羌
・
薄
申
羌
諸
族
、(

４)

越
雋
郡
外
の
旄
牛
羌

(

図�

参
照)
(
)129

。
だ
が
羌
道
付
近
の
武
都
在
住
の
人
々
を
除
く
南
西
非
中
国
人
は
、
前

漢
史
料
で
は
羌
と
さ
れ
て
い
な
い
。『

史
記』

に
は
、
羌
な
ど
と
い
う

南
西
非
中
国
人
は
存
在
せ
ず
、
代
わ
り
に
南
西
非
中
国
人

(�
と
さ
れ

た
白
馬
以
外)

は
夷
と
さ
れ
た

(
)130

。
こ
の
点
で

『

漢
書』

は

『

史
記』

に

従
っ
て
お
り

(
)131

、�
―
羌
の
混
血
と
さ
れ
る
人
々
が
住
む
白
馬
地
域
の
み

例
外
と
さ
れ
て
い
る

(
)132

。
こ
れ
は

『

後
漢
書』

で
も
同
様
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
西
方
国
境
沿
い
の
非
中
国
人
全
員
が
西
羌
伝
で
は
羌
と
さ
れ
る

一
方
、
別
巻
の
南
蛮
西
南
夷
列
伝
で
は
、
白
馬
は�
と
さ
れ
、
そ
の
他

全
て
の
南
西
原
住
民

(

上
述
の
大
羊
種
や
旄
牛
種)

は
夷
と
さ
れ
て
い
る

(
)133

。

ま
た
前
漢
時
代
に
は
剛�
道
・��
道
・
甸�
道
が�

江
上
流
と
岷
江

上
流
に
設
置
さ
れ
た
が

(
)134

、
こ
れ
ら
の
地
名
は
当
時
当
該
諸
道
が�
地
で

あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
歴
史
家
の
間
に
は
、�
と
羌
が
一
つ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
区

別
す
べ
き
な
の
か
、
白
馬
が�
な
の
か
、
そ
れ
と
も
羌
な
の
か
に
つ
い

て
論
争
が
あ
る
が

(
)135

、
こ
れ
ら
の
問
題
設
定
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
の�
・
羌
・
夷
は
全
て
、
外
名
で

あ
っ
て
内
名
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
外
名
か
ら
わ
か
る
の

は
、
彼
ら
が
実
際
に
ど
う
い
う
人
々
で
あ
っ
た
の
か
で
は
な
く
、
漢
代

中
国
人
が
彼
ら
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
は
、

漢
代
中
国
人
の
他
者
認
識
と
、
漢
代
中
国
人
―
非
漢
代
中
国
人
間
の
相

互
交
流
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
本
稿
の
問
題
関
心
の
範
囲
内
で
い
う
と
、

た
と
え
ば
前
漢
中
国
人
が
も
と
も
と
南
西
原
住
民

(�
と
さ
れ
る
武
都
付

近
の
白
馬
以
外)
を
夷
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
極
め
て
明
白
で
あ
る
。

そ
し
て
後
漢
時
代
に
漢
代
中
国
人
と
中
国
政
府
下
の
夷
と
の
交
流
頻
度
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が
強
ま
る
中
、
中
国
人
は
族
称
羌
を
用
い
て
中
国
南
西
国
境
以
遠
の
人
々

(
中
国
人
に
と
っ
て
不
可
知
の
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
る
人
々)

を
さ
す
よ
う
に

な
っ
た
。

本
章
で
は
羌
が
、
商
代
〜
漢
代
に
広
範
に
分
布
し
、
か
つ
中
国
の
拡

大
圧
力
の
も
と
で
西
漸
し
た
人
々
で
は
な
い
こ
と
を
描
き
出
そ
う
と
し

た
。
そ
の
代
わ
り
に
羌
は
、
当
時
の
中
国
人
が
抱
い
た

｢

我
々
で
は
な

い
人
々｣

と
い
う
意
味
の
概
念
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。
中
国
の
国
家

と
し
て
の
形
成
期
に
あ
っ
て
、
羌
は
変
動
的
な
民
族
的
境
界
を
構
成
し

た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
、
古
代
中
国
人
が
西
方
民
族
的
境

界
を
描
く
上
で
い
か
に
族
称
羌
を
利
用
し
た
の
か
を
し
め
し
つ
つ
、
さ

ら
に
完
璧
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

(

図�)
。
す

な
わ
ち
、
商
代
に
お
い
て
商
人
は
西
方
非
商
人
の
一
部
を
羌
と
呼
ん
だ
。

と
い
う
の
も
、
羌
は
商
人
の
抱
く
民
族
分
類
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
当
該
の
羌
概
念
は
武
王
征
商
直
後
に
消
滅
し
、
そ
れ
以
降
は
中

国
に
新
た
な
民
族
的
領
域
が
出
現
し
た
、
と
。

そ
し
て
周
代
に
な
る
と
、
西
方
非
中
国
人
は
お
も
に
戎
と
呼
ば
れ
た
。

も
と
も
と
戎
は
渭
水
流
域
の
戦
争
好
き
な
人
々

(

姫
と
姜
ク
ラ
ン
を
含
む)

を
さ
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
征
商
後
、
渭
水
流
域
の

｢

文
明
人｣

の
大

半
は
華
夏
と
な
り
、
戎
は
徐
々
に
、
と
く
に
紀
元
前
七
七
一
年
の
事
件

後
に
は
、
華
夏
と
非
華
夏
を
分
け
る
新
た
な
民
族
的
境
界
を
構
成
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
秦
人
が
、
秦
人
自
身
と
戎
の
大
半
を
華
夏
に

合
併
す
る
と
、
華
夏
の
西
方
境
界
は
再
度
描
き
直
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
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な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
こ
の
新
し
い
民
族
的
境
界
は

｢�
羌｣

と
称
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
羌
の
語
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
五
百
年
後
に
、
族
称

の
羌
が

｢�
羌｣

と
い
う
複
合
的
な
形
で
再
度
出
現
し
た
。
そ
の
過
程

は
、
以
下
の
三
段
階
を
経
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
ま

ず
商
代
の
古
文
献
上
の

｢

夷
羌｣

な
る
語
が
複
合
的
族
称
の

｢�
羌｣

の
形
で
後
世
に
伝
え
ら
れ
、
戦
国
時
代
に
は
遠
く
西
方
の
伝
説
的
人
々

を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
中
国
人
が
隴
西
に
進
出
し

た
際
に
、
天
水
〜�
河
の
非
中
国
人
と
白
龍
江
の
非
中
国
人
が
各
々�
・

羌

(

東
の�
・
西
の
羌)

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
過
程
は
、
お
そ
ら
く
秦
代
も
し
く
は
前
漢
早
期
に
完
了
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

し
か
も
漢
代
辺
境
が
甘
肅
回
廊
・
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
へ
拡
大
す
る
や
、

羌
概
念
は
さ
ら
に
遠
く
西
方
へ
移
動
し
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
隴
西

地
域
は
、
羌
概
念
が�
概
念
と
同
じ
く
北
西
・
西
・
南
西
の
三
方
向
へ

拡
張
す
る
た
め
の
ス
タ
ー
ト
地
点
と
な
っ
た
。
北
西
で
は
ま
ず
、
地
理

概
念
の
羌
中
が
隴
西
か
ら
甘
肅
回
廊
へ
動
い
た
。
よ
っ
て
甘
肅
回
廊
に

は
羌
谷
水
・�
赤
・�
置
水
や
、
後
世
に
は
敦
煌
以
西
に�
羌
と
い
っ

た
地
名
が
散
見
す
る
。

一
方
、
南
西
辺
境
で
は
、�
の
民
族
的
・
地
理
的
方
向
が
甘
肅
南
方

か
ら
四
川
北
方
へ
変
動
し
、
松
潘
地
域
ま
で
達
し
た
。
他
方
、
羌
人
は

漢
帝
国
の
西
境
に
沿
っ
て
遠
く
南
西
へ
移
動
し
た
。
か
く
て
西
羌
伝
で

は
、
広
漢
・
蜀
・
越
雋
以
遠
の
非
中
国
人
は
全
て
羌
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

西
方
で
も
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
漢
軍
と

植
民
者
の
西
漸
に
伴
い
、
河
煌
原
住
民
は
羌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

第
五
節

漢
代
中
国
人
の
河
煌
原
住
民
と
の
遭
遇

史
料
的
限
界
ゆ
え
に
、
甘
肅
回
廊
と
四
川
西
方
の
原
住
民
が
漢
代
中

国
人
に
羌
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程
と
そ
の
理
由
を
探
る
の
は
不

可
能
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
多
く
の
史
料
は
、
河
煌
人
が
羌
の
中
核
と

解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

そ
こ
で
検
討
す
べ
き
は
、
漢
代
中
国
人
が
河
煌
人
と
接
触
す
る
よ
う

に
な
っ
た
際
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
河
煌
地

域
の
自
然
環
境
に
つ
い
て
叙
述
し
た
が
、
当
該
地
域
の
自
然
環
境
は
農

業
開
拓
の
困
難
な
地
域
で
あ
っ
た
。
レ
ス
の
分
布
は
限
定
的
か
つ
疎
ら

で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
農
業
は
低
地
で
の
み
実
施
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た

漢
文
史
料
に
よ
る
と
、
漢
代
中
国
人
が
当
該
地
域
を
争
っ
た
主
た
る
理

由
は
、
政
治
的
な
も
の
で
、
経
済
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
漢
朝
は

つ
ね
に
、
最
大
の
敵
で
あ
る
匈
奴
が
他
の
非
中
国
人

(

羌
を
含
む)

と

組
む
の
を
恐
れ
て
い
た
。

当
該
地
域
を
統
制
す
る
た
め
に
、
漢
朝
は
い
く
つ
か
の
戦
略
を
採
用

し
た
。
ま
ず
羌
の
数
集
落
を
河
煌
地
域
外
の
渭
水
流
域
諸
郡
に
定
住
さ

せ
た
。
第
二
に
、
軍
事
的
植
民
地
構
築
の
た
め
に
大
量
の
民
や
軍
隊
を
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河
煌
地
域
へ
徙
し
た
。
植
民
者
は
、
軍
隊
か
民
か
は
と
も
か
く
、
当
地

で
耕
作
に
従
事
し
た
。
だ
が
両
漢
代
に
当
該
地
域
の
軍
事
的
植
民
地
に

費
や
さ
れ
た
努
力
は
全
て
失
敗
か
短
命
に
終
わ
っ
た

(
)136

。
失
敗
の
一
因
は
、

当
地
の
自
然
環
境
が
農
業
に
適
さ
な
い
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
漢
―
羌
間
の
民
族
的
境
界
の
本
質
は
、
あ
る
程
度
、
環
境
的

境
界
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
既
述
の
ご
と
く
、
前
漢
中
国
人
一

般
の
対
羌
認
識
は

｢
虜
は
畜
産
を
以
て
命
と
爲
す｣

で
あ
っ
た
。
ま
た

後
漢
の
学
者
応
劭
は
羌
を

｢
本
と
西
戎
の
卑
賤
な
る
者
な
り
。
牧
羊
を

主
る｣

と
す
る
。
漢
代
羌
の
考
古
遺
址
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
も
の
の
、

早
期
甲
窯
文
化
の
葬
送
に
み
ら
れ
る
動
物
埋
葬
の
存
在
が
、
家
畜
飼
育

を
背
景
と
す
る
被
葬
者
の
価
値
観
を
窺
わ
せ
る
。

だ
が
こ
の
説
明
は
ま
だ
十
全
で
な
い
。
す
な
わ
ち
西
方
辺
境
地
域
で

は
、
多
く
の
漢
代
中
国
人
が
大
量
の
動
物
を
飼
育
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
漢
と
羌
の
最
大
の
違
い
は
、
漢
代
中
国
人
が
ご
く
一
部
の
例

を
除
き
、
間
違
い
な
く
家
畜
を
有
す
る
定
住
農
耕
民
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
一
方
、
羌
は
遊
牧
民
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
羌
が
中
国
人
と
異
な

る
点
は
、
家
畜
飼
育
に
で
は
な
く
、
そ
の
遊
牧
主
義
に
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

第
二
に
、
中
国
人
―
河
煌
原
住
民
間
の
民
族
的
境
界
は
、
社
会
政
治

的
に
み
れ
ば
羌
が
分
散
的
社
会
組
織
を
有
す
る
と
い
う
点
に
も
し
め
さ

れ
る
。
第
三
章
で
は
、
羌
に
種
族
以
上
の
社
会
機
構
が
存
在
し
な
い
こ

と
を
述
べ
た
。
漢
代
中
国
人
か
ら
み
る
と
、
分
散
的
社
会
組
織
を
有
す

る
集
団
は
王
の
欠
如
を
意
味
し
た
。
漢
代
中
国
人
に
と
っ
て
王
の
欠
如

は
野
蛮
人
の
特
長
の
中
で
も
最
悪
で
、
そ
れ
ゆ
え
河
煌
原
住
民
は
相
当

野
蛮
と
さ
れ
た
。

最
後
に
、
羌
と
さ
れ
た
大
半
の
人
々
の
う
ち
、
河
煌
原
住
民
は
最
も

頻
繁
か
つ
殺
伐
と
漢
代
中
国
人
に
相
対
し
た
。
河
煌
原
住
民
が
羌
の
母

体
と
さ
れ
た
理
由
は
こ
れ
で
あ
る
。
後
漢
時
代
に
は
大
規
模
な
羌
の
反

乱
が
二
回
あ
っ
た
。
一
回
目
は
一
〇
七
年
〜
一
一
八
年
、
二
回
目
は
一

一
九
年
〜
一
五
〇
年
に
起
こ
っ
た
。
羌
の
反
乱
後
、
反
乱
地
域
の
戸
籍

登
録
上
の
中
国
人
戸
口
数
は
大
き
く
減
少
し
た
。
一
四
〇
年
の
安
定
郡

の
戸
口
数
は
、
前
漢
時
代
の
同
戸
口
数
の
一
四
％
に
す
ぎ
な
い
。
金
城

郡
と
隴
西
郡
の
戸
口
数
は
一
〇
％
、
北
地
郡
は
五
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た

(
)137

。

こ
れ
ら
の
数
値
は
、
反
乱
の
被
害
の
大
き
さ
を
物
語
る
。

た
し
か
に
河
煌
原
住
民
は
戦
争
中
に
さ
ら
な
る
大
き
な
被
害
を
受
け

た
。
す
な
わ
ち
、
漢
代
中
国
人
が
羌
の
問
題
を
解
決
す
る
の
に
採
用
し

た
最
後
の
戦
略
は
、
羌
の
反
乱
者
を
根
絶
や
し
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
該
計
画
の
内
容
と
執
行
者
は
将
軍
段�
で
あ
っ
た
。
史
料
に
よ
る
と

段�
は
、｢

凡
そ
百
八
十
た
び
戰
い
、
三
萬
八
千
六
百
餘
級
を
斬
り
、

牛
馬
羊
騾
驢
駱
駝
四
十
二
萬
七
千
五
百
餘
頭
を
獲｣

た
と
い
う
。
別
の

将
軍
張
奐
は
、
こ
の
段�
の
血
塗
ら
れ
た
計
画
に
反
対
し
、
羌
と
中
国

人
と
は

｢

一
氣
所
生｣

ゆ
え
に
羌
は
根
絶
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の

べ
た
。
し
か
し
張
奐
の
計
画
は
、
段�
に

｢

誕
辭
空
説｣

と
批
判
さ
れ

た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
西
羌
伝
巻
末
の
論
賛
で
も
徹
底
批
判
さ
れ
た
。

か
か
る
批
判
は
明
ら
か
に

｢

羌
は
人
に
値
し
な
い｣

と
の
当
時
の
思
考

を
反
映
す
る
。
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以
上
の
ご
と
き
漢
と
羌
の
遭
遇
の
歴
史
は
、
中
国
側
の
文
化
的
寛
容

度
の
限
界
を
物
語
る
。
中
国
人
は
遊
牧
的
生
活
を
自
ら
の
生
活
と
し
、

遊
牧
民
を
自
ら
の
一
員
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
漢

代
中
国
人
は
経
済
的
・
政
治
的
・
社
会
的
領
域
の
全
て
で
と
く
に

｢

調

和｣

と

｢
秩
序｣

を
強
調
し
た
。
西
羌
伝
に
お
け
る
羌
の
経
済
的
・
社

会
的
生
活
の
概
説
は
、
羌
が
な
ぜ
漢
代
中
国
人
と
異
な
っ
て
い
る
の
か

に
関
す
る
漢
代
中
国
人
自
身
の
説
明

(

羌
を
野
蛮
人
と
強
調
す
る
説
明)

と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
本
史
料
が
と
く
に
羌
側

の

｢

非
調
和｣

を
強
調
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
羌
は
固
定
的

な
住
居
・
ク
ラ
ン
・
リ
ネ
ー
ジ
・
政
治
的
結
合
性
を
も
た
な
い
、
と
。

つ
ま
り
漢
代
中
国
人
に
と
っ
て
は
、
野
蛮
人
の
存
在
が
民
族
的
境
界
を

特
徴
付
け
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
漢
―
羌
の
遭
遇
の
歴
史
は
、
河
煌
原
住
民
が
中
国
式
の
生
産
・

社
会
組
織
を
採
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
こ
と
は
、
河

煌
地
域
か
ら
中
国
領
内
に
移
住
し
た
羌
の
種
族
の
み
が
中
国
化
し
た
と

い
う
事
実
に
も
し
め
さ
れ
る
。
逆
に
だ
か
ら
こ
そ
羌
人
は
、
自
ら
の
生

産
・
社
会
組
織
を
有
す
る
存
在
と
し
て
、
漢
代
中
国
人
の
民
族
的
境
界

を
越
境
し
続
け
た
。
こ
れ
は
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
羌
の
生
産
方

法
と
附
隨
的
な
社
会
組
織
が
、
特
定
の
環
境
下
に
お
い
て
彼
ら
の
生
態

系
が
特
化
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
漢
代
に
当
該
地
域
の
収

容
力
が
改
良
を
要
し
た
場
合
、
最
善
の
方
法
は
農
業
に
代
わ
っ
て
ヤ
ク

飼
育
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
漢
代
以
後
に
河
煌
人
が
徐
々

に
中
国
人
化
以
上
に
チ
ベ
ッ
ト
人
化
し
た
理
由
で
あ
っ
た
。

結
論
と
し
て
漢
文
史
料
中
の
羌
は
、
商
代
〜
漢
代
の
時
間
・
空
間
内

に
お
い
て
非
中
国
人
的
民
族
的
一
連
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
は

み
な
せ
な
い
。
逆
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
の
羌
は
、
あ
る
意
味
で
、
各

時
代
に
お
け
る
中
国
人
の
民
族
形
成
史
を
反
映
し
て
い
る
。
漢
文
史
料

中
に
お
け
る
漢
代
河
煌
羌
の
出
現
と
、
河
煌
羌
―
中
国
人
間
の
血
塗
ら

れ
た
対
決
は
、
中
国
人
の
西
方
へ
の
民
族
移
動
が
最
終
段
階
に
達
し
た

こ
と
を
物
語
る
。
そ
れ
以
来
、
中
国
の
西
方
民
族
境
界
は
固
定
的
と
な
っ

た
。
以
上
の
結
論
は
明
ら
か
に
定
説
と
対
立
す
る
。
次
章
の
主
目
的
は
、

か
か
る
定
説
の
誤
り
を
論
証
す
る
の
み
な
ら
ず
、
も
っ
と
重
要
な
こ
と

に
、
数
点
の
基
礎
的
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民

族
の
本
質
と
は
何
か
。
そ
し
て
民
族
単
位
は
歴
史
学
的
に
い
か
に
定
義

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

次
号
へ
続
く)

�
(

１)����������������
(����)������������������������������

����������������������������������������������

。

(

２)������������
(����)���������������������������������������

������������������������������������������� �����������‒
���

。

(

３)������������
(����)�����������������������������������������

������������������������‒�������‒�������� ��������������‒
�������������������

(����)���������������������������������
����������������������������� ���������������������������������
����‒����

。
(

４)�������������
(����)���������������������������������������
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��������������������������������������������������������������
����������������������

。

(
５)�����������������������‒����
。

(

６)
外
名
が
内
名
と
一
致
す
る
場
合
が
あ
る
可
能
性
を
否
定
は
で
き
な
い
。
た

と
え
ば
外
名
の
羌
は
現
在
、��

(

内
名)

と
自
称
す
る
民
族
を
さ
す
。
ま
た

少
数
民
族
は
、
時
に
自
分
達
以
上
に
強
大
な
民
族
か
ら
外
名
を
与
え
ら
れ
、

長
期
間
の
交
流
を
歴
て
、
そ
の
外
名
を
自
ら
の
民
族
を
し
め
す
ラ
ベ
ル
と
し

て
受
け
入
れ
て
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
北
米
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
や
台
湾

｢

山
民｣
に
み
ら
れ
る
。

(

７)

郭
沫
若

『

両
周
金
文
辞
大
系
考
釈』

(

東
京
、
文
求
堂
、
一
九
三
五
年
、
二

三
五
―
二
三
六
頁)

。

(

８)

羅
振
玉

『

増
訂
殷
墟
書
契
考
釈』
巻
中

(

東
方
学
会
、
一
九
二
七
年
、
一

一
〇
―
一
一
一
頁)

。
訳
者
注

王
氏
は
藝
文
印
書
館
一
九
六
九
年
版
を
引

用
。

(

９)

李
孝
定

『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
五
十

甲
骨
文
字
集
釈』

第
四
、
一
九
六
五
年
、
一
三
二
五
―
一
三
四
二
頁)
。
訳
者
注

王
氏
は
三

七
三
七
―
三
七
五
二
頁
を
引
く
が
関
連
記
載
未
発
見
。

(�)
陳
夢
家

『

殷
墟
卜
辞
綜
述』
(

科
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
、
二
八
一
頁)

。

(�)
李
学
勤

『

殷
代
地
理
簡
論』
(

科
学
出
版
社
、
一
九
五
九
年
、
七
七
―
八
〇

頁)

。
訳
者
注

当
該
頁
に
関
連
記
載
未
発
見
。

(�)
白
川
静

｢

羌
族
考｣
(『

甲
骨
金
文
学
論
叢』

第
九
集
、
私
家
版
、
一
九
五

八
年
、
四
五
頁)

。

(�)

島
邦
男

『

殷
墟
卜
辞
研
究』

(

中
国
学
研
究
会
、
一
九
五
八
年
、
四
〇
四
―

四
〇
六
・
四
二
三
頁)

。
訳
者
注

王
氏
は
台
北
の
鼎
文
出
版
社
一
九
七
五

年
中
文
翻
訳
版
を
引
用
。

(�)

李
学
勤

『

殷
代
地
理
簡
論』

(

科
学
出
版
社
、
一
九
五
九
年
、
八
〇
頁)

、

顧
頡
剛

｢

従
古
籍
中
探
索
我
国
的
西
部
民
族

羌
族｣

(『

社
会
科
学
戦
線』

一
九
八
〇
年
第
一
期
、
一
一
八
頁)

。

(�)

島
邦
男

『

殷
墟
卜
辞
研
究』

(

中
国
学
研
究
会
、
一
九
五
八
年
、
四
〇
四
―

四
〇
六
頁)

。

(�)
｢

王�

次
令
五
族
戍
羌
方

(

合
集�����)｣

。
訳
者
注

王
氏
は
各
拓
本

か
ら
直
接
甲
骨
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、
本
訳
稿
で
は
読
者
の
便
宜
を
考
え
、

出
典
番
号
を
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編

『

甲
骨
文
合
集』

(

中
華
書
局)

に
統
一
し
た
。
た
だ
し
釈
文
は
王
明
珂
氏
の
原
文
に
よ
る
。

(�)
｢

貞
登
帚
好
三
千
□
旅
萬
乎
伐
羌
方

(

合
集�����)｣

。

(�)

た
と
え
ば

｢

三
百
羌
用
于
丁

(

合
集���)｣

、｢

羌
用
于
祖
乙

(

合
集���)｣

、

｢

羌
二
方
白
其
用
于
祖
丁
・
父
甲

(

合
集�����)｣

参
照
。

(�)
冉
光
栄
・
李
紹
明
・
周
錫
銀

『

羌
族
史』

(

四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五

年
、
二
六
―
二
七
頁)

。
訳
者
注

王
氏
は
出
版
年
を
一
九
八
四
年
と
す
る

が
誤
り
か
。

(�)
顧
頡
剛
前
掲
論
文

｢

従
古
籍
中
探
索
我
国
的
西
部
民
族

羌
族｣

一
一

九
頁
。

(�)
李
学
勤
前
掲
書

『

殷
代
地
理
簡
論』

八
〇
頁
。

(�)�����������������������‒����

。

(�)
商
人
の
目
に
写
る
羌
の
非
人
間
的
性
質
は
、
羌
が
犧
牲
と
さ
れ
る
時
に
い

つ
も
犧
牲
獣
と
陪
葬
さ
れ
て
い
た
事
実
か
ら
も
窺
え
る
。｢

己
未
宜
于
義京
羌
三
、

卯
十
牛
。
中

(

合
集���)｣
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(�)
顧
懐
三
編

『

補
輯
風
俗
通
義
佚
文』

(『

金
陵
叢
書
丙
集
之
五』

十
四
頁)

、

『

太
平
御
覧』

巻
七
九
二
引

『

説
文
解
字』

羌
字
。

(�)
『

史
記』

巻
四
、
傅
斯
年

｢

姜
原｣

(『

傅
斯
年
全
集』

第
三
巻
、
聯
経
出
版

事
業
公
司
、
一
九
七
〇
年
、
二
三
―
三
三
頁
。『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
集
刊』

第
二
本
第
一
分
、
一
九
二
〇
年
初
出)

、
顧
頡
剛
前
掲
論
文

｢

従
古

籍
中
探
索
我
国
的
西
部
民
族

羌
族｣

一
二
〇
―
一
二
三
頁
、������������

����
(����)������������������������������������������������

������������������������������� �����������������������������
�����������������������������������������������������‒���

。
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(�)�����������������������������(����)��������������������
��������������������������������������������� ���‒��

、
冉
光

栄
・
李
紹
明
・
周
錫
銀
前
掲
書

『

羌
族
史』

二
九
―
四
九
頁
、
顧
頡
剛
前
掲

論
文

｢

従
古
籍
中
探
索
我
国
的
西
部
民
族

羌
族｣

一
二
〇
―
一
二
五
頁
、

��������������������
。

(�)
傅
斯
年
前
掲
論
文
、
三
二
頁
、
顧
頡
剛
前
掲
論
文

｢

従
古
籍
中
探
索
我
国

的
西
部
民
族

羌
族｣

一
二
一
頁
、
冉
光
栄
・
李
紹
明
・
周
錫
銀
前
掲
書

『

羌
族
史』

二
九
―
三
三
頁
、��������������������
、��������������������
、

馬
長
寿

『�
与
羌』

(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
九
二
頁)

。

(�)
『

後
漢
書』

巻
一
一
七
。

(�)
顧
頡
剛
前
掲
論
文

｢

従
古
籍
中
探
索
我
国
的
西
部
民
族

羌
族｣

一
二

一
―
一
二
二
頁
、
徐
旭
生

『

中
国
古
史
的
伝
説
時
代

(

増
訂
本)』

(

科
学
出

版
社
、
一
九
六
〇
年
。
再
版�
北
京
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
四
一
―

四
二
頁)

。

(�)
『

後
漢
書』

巻
一
一
七
。

(�)
『

後
漢
書』

巻
一
一
七
。

(�)
『

後
漢
書』

巻
一
一
七
。

(�)
『

詩
経』

商
頌
殷
武

｢

昔
有
成
湯
、
自
彼�
羌
、
莫
敢
不
來
享
、
莫
敢
不
來

王｣

参
照
。

(�)
『

尚
書』

牧
誓
篇
に
よ
れ
ば
、
武
王
は
臣
下
と
八
つ
の
非
中
国
人
の
盟
邦
へ

演
説
し
た
。
当
該
八
国
は
庸
・
蜀
・
羌
・�
・
微
・
盧
・
彭
・
濮
で
あ
っ
た
。

(�)

黄
烈

｢

有
関�
族
来
源
与
形
成
的
一
些
問
題｣

(『

歴
史
研
究』

第
二
号
、

一
九
六
五
年
、
一
一
一
頁)

。

(�)

歴
史
家
と
注
釈
家
の
区
分
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
二
種

類
の
学
統
は
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
羌
の
場
合
、
た
と
え
ば

『

淮
南
子』

斉

俗
訓
の
晉
・
高
誘
注
は
羌
を
東
戎
、�
を
南
戎
と
す
る
。
ま
た

『

春
秋
穀
梁

伝』

隠
公
二
年
の
晉
・
范
寧
注
は
、
南
蛮
・
北
狄
・
東
夷
・
西
戎
、
つ
ま
り

全
方
向
の
野
蛮
人
が�
羌
の
支
族
で
あ
っ
た
と
す
る
。
高
誘
や
范
寧
は
明
ら

か
に
、『

史
記』

・『

漢
書』

・『

後
漢
書』

に
み
ら
れ
る
羌
や�
羌
と
は
全
く
異

な
る
羌
や�
羌
を
想
定
し
て
い
る
。
高
誘
と
范
寧
の
例
は
、
注
釈
家
が
古
典

籍
中
の
地
理
的
・
民
族
的
用
語
に
対
す
る
独
自
の
解
釈
法
を
有
し
て
い
た
こ

と
を
し
め
す
。
だ
が
彼
ら
注
釈
家
の
見
解
が
当
時
の
定
見
を
代
表
す
る
と
は

限
ら
な
い
。

(�)

顧
頡
剛

｢

四
嶽
与
五
嶽｣

(『

史
林
雑
識
初
編』

中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
、

三
四
―
四
五
頁)

。

(�)

こ
こ
で
は
秦
人
は
、
秦
に
よ
る
征
服
以
前
の
渭
水
流
域
に
お
け
る�
ク
ラ

ン
と
そ
の
追
従
者
を
さ
す
。

(�)
華
・
夏
・
華
夏
は
内
名
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
人
は
自
己
を
認
識

し
た
。
そ
の
起
源
と
指
示
対
象
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
だ
が
春
秋
時
代
に
上
記

の
内
名
は
ど
れ
も
、
黄
河
流
域
の
諸
国
が
自
ら
の
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
主
張
す
る
際
に
使
用
さ
れ
た
。
彼
ら
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
達
を
、
戎
や

�
の
野
蛮
人
、
あ
る
い
は
呉
・
越
・
楚
・
秦
と
い
っ
た
辺
境
諸
国
の
人
々
と

区
別
し
た
。

(�)�������������
(����

)����������������������������������
����������������������������������������������� ��������������
���������

。

(�)���������������
(����)���������������������������������

���������������������������������‒���
。

(�)����������������
(����)�������������������������������������

����������������������������������������� ����������������������
�����������������������������������������������������������������
���������

。

(�)��������������������������‒���
。
類
似
の
見
方
は�����������(����)

�������������������������������������������������������������
�����

に
も
み
ら
れ
る
。

(�)
『

説
文
解
字
注』

。
訳
者
注

王
氏
は
藝
文
印
書
館
一
九
七
四
年
版
、
六
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三
六
頁
引
用
。

(�)�������������������������
、
顧
頡
剛
前
掲
論
文

｢

従
古
籍
中
探
索
我
国
的

西
部
民
族

羌
族｣

一
二
四
―
一
二
五
頁
。

(�)
『

史
記』

巻
四
。

(�)
『

左
伝』

荘
公
二
八
年
に
姫
ク
ラ
ン
の
戎
が
み
え
る
。
本
史
料
に
よ
れ
ば
、

晉
献
公
は
戎
の
二
集
団
か
ら
妻
を
娶
っ
た
が
、
こ
の
二
名
の
妻
は
ど
ち
ら
も

姫
姓
で
あ
っ
た
。��������������������������‒���
も
参
照
。

(�)
『

左
伝』

僖
公
三
三
年
・
襄
公
十
四
年
、�������������������������
。

(�)
『

史
記』

巻
四
。

(�)
『

史
記』

巻
四
、
巻
五
。

(�)
馬
非
百

『

秦
集
史』

(

中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
、
四
頁)

。

(�)
王
国
維

｢

秦
都
邑
考｣

(『

王
観
堂
先
生
全
集』

第
二
巻
、
文
華
出
版
公
司
、

一
九
六
八
年
、
五
一
一
―
五
一
五
頁)
、
蒙
文
通

｢

秦
為
戎
族
考｣

(『

禹
貢』

第
六
巻
第
七
号
、
一
九
四
七
年
、
十
七
―
二
〇
頁)

。
(�)

か
り
に
秦
の
文
化
的
要
素
の
一
部
に
東
方
同
様
の
要
素
が
見
出
さ
れ
た
と

し
て
も
、
秦
人
を
東
方
起
源
と
す
る
見
方
に
は
ま
だ
疑
問
が
残
る
。
も
し
西

方
出
身
の
野
蛮
人
が
い
く
つ
か
の
有
名
な
西
方
ク
ラ
ン
の
子
孫
で
あ
る
と
自

称
し
た
場
合
、
東
方
的
伝
統
の
文
化
的
実
践
は
模
倣
さ
れ
、
あ
る
い
は
意
図

的
に
強
調
さ
え
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
と
く
に
、
戎
の
中
で
暮
ら

し
華
夏
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す
る
秦
人
に
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
点
、

����������
(����)�������������������������������������������

������������������������������������������ ���������������������
���������������������������������������������������������������
‒��

は
、
ケ
ニ
ア
の
バ
リ
ン
ゴ
に
関
す
る
古
典
的
研
究
を
行
い
、
物
質
文
化
が

い
か
に
過
度
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
民
族
的
関
係
性
に
お
け
る
不
可
欠
な
論
理
的

構
造
の
ピ
ー
ス
と
し
て
の
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
現
す
る
際
に
用
い

ら
れ
る
か
を
し
め
し
て
い
る
。

(�)

本
史
料
に
よ
れ
ば
、
中�

は
西
方
に
移
動
し
て
戎
と
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ

た
最
初
の
祖
先
で
あ
る
。『

史
記』

巻
五
参
照
。

(�)
『

史
記』

巻
五
。

(�)

西
周
時
代
に
お
け
る
姜
ク
ラ
ン
―�
ク
ラ
ン
間
の
エ
リ
ー
ト
間
婚
姻
は
、

華
夏
の
一
流
家
族
の
娘
と
野
蛮
人
の
指
導
者
層
と
婚
姻

(

た
と
え
ば
漢
代
に

お
け
る
漢
と
匈
奴
の
婚
姻)

と
類
似
す
る
も
の
と
は
み
な
せ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
申
と
大
駱
は
と
も
に
戎
と
さ
れ
、
姜
ク
ラ
ン
の
申
と�
ク
ラ
ン
の
大
駱
は
、

姫
―
姜
―�
―
戎
間
の
薄
弱
な
関
係
性
の
復
活
を
象
徴
す
る
ご
と
く
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

(�)
『

史
記』

巻
五
、
巻
一
一
〇
。

(�)�������������������������

。

(�)
い
わ
ゆ
る
中
国
化

(������������)

を
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
に
認

め
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
非
中
国
人
が
中
国
化
す
る
場
合
に
は
、
史
料
上
、

彼
ら
が
中
国
の
言
語
・
文
章
構
造
・
習
俗
・
他
の
文
化
的
要
素
を
採
用
す
る

の
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
。
だ
が
先
学
は
、
い
わ
ゆ
る

｢

中
国
文
化｣

が
幅

広
い
多
様
性

(

諸
言
語
を
含
む)

を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
長
ら
く
次
の
よ
う

な
疑
問
を
抱
い
て
き
た
。
す
な
わ
ち

｢

中
国｣

に
は
か
く
も
文
化
的
に
異
な

る
人
々
が
い
た
の
に
、
な
ぜ
彼
ら
は
自
分
達
を
一
つ
の
民
族
と
し
て
認
識
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
。｢

中
国
人｣

が
文
化
的
特
長
の
結
合
体
と
定
義

さ
れ
る
か
否
か
、
ま
た

｢

中
国
化｣

を
こ
れ
ら
の
文
化
的
特
長
の
採
用
過
程

と
定
義
で
き
る
か
否
か
に
疑
義
を
呈
す
る
の
は
非
常
に
容
易
で
あ
る
。

別
の
解
釈
も
提
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
文
化
的
実
践
は
、

非
中
国
人
の
中
国
人
化
に
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
非

中
国
人
が
中
国
人
に
な
ろ
う
と
し
た
時
に
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
ら

を
中
国
人
と
し
て
合
理
的
に
位
置
附
け
る
血
統
と
民
族
形
成
史
話
で
あ
っ
た

ろ
う
。
春
秋
戦
国
時
代
に
全
て
の
辺
境
諸
国

(

呉
・
越
・
楚
・
秦
な
ど
、
本

来
は
華
夏
の
外
に
位
置
付
け
ら
れ
た
国)

は
中
国
化
し
た
が
、
例
と
し
て
呉

人
は
周
太
伯
の
子
孫
を
、
越
人
は
夏
の
少
康
の
末
裔
を
、
楚
人
は
伝
説
上
の

高
陽
の
子
孫
を
、
秦
人
は
高
陽
の
別
系
統
の
子
孫
を
自
称
し
た
こ
と
が
わ
か
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る
。
か
か
る
民
族
形
成
史
話
が
一
旦
華
夏
諸
国
に
受
容
さ
れ
る
と
、
そ
の
よ

う
な
辺
境
の
人
々
は
疑
い
も
な
く
華
夏
と
み
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
中
国
化
の
好
例
は
、
魏
晉
期
の
羌
に
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
第
五
章
で
検
討
し
よ
う
。

(�)
『

詩
経』

巻
二
〇
商
頌
。

(�)
『

逸
周
書』

巻
七
王
会
解
。

(�)
『

荀
子』
巻
十
九
大
略
篇
、『

呂
氏
春
秋』

巻
十
四
義
賞
。

(�)
『

呂
氏
春
秋』
巻
二
〇
恃
君
。

(�)
屈
万
里

『

先
秦
文
史
資
料
考
辨』

(

聯
經
出
版
事
業
公
司
、
一
九
八
三
年
、

一
〇
九
頁)

。

(�)
屈
万
里
前
掲
書

『

先
秦
文
史
資
料
考
辨』

三
九
八
頁
。

(�)
袁
行
霈

｢『

山
海
経』

初
探｣

(『
中
華
文
史
論
叢』

一
九
七
九
年
第
三
輯)

参
照
。

(�)
梁
啓
超

『

要
籍
解
題
及
其
読
法』

(

北
京
書
局
、
一
九
二
〇
年
、
八
五
頁
、

初
版
は
一
九
一
五
年)

、
屈
万
里
前
掲
書

『

先
秦
文
史
資
料
考
辨』

四
〇
九
―

四
一
〇
頁
。

(�)
屈
万
里
前
掲
書

『

先
秦
文
史
資
料
考
辨』

四
三
九
―
四
四
二
頁
。

(�)
『

逸
周
書』

王
会
解
。

(�)
『

呂
氏
春
秋』

巻
二
〇
恃
君
。

(�)
『

呂
氏
春
秋』

巻
十
四
義
賞
。

(�)
『

荀
子』

巻
十
九
大
略
篇
。

(�)
『

墨
子』

巻
六
節
葬
篇
。

(�)

注
目
す
べ
き
は
、
漢
代
中
国
人
は
河
煌
羌
に
つ
い
て
詳
細
に
記
録
し
て
は

い
る
が
、
羌
の
埋
葬
習
俗
に
つ
い
て
は
全
く
觝
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
周

知
の
ご
と
く
、
漢
代
中
国
人
は
死
体
の
埋
葬
を
真
剣
に
行
っ
た
。
も
し
河
煌

羌
が
火
葬
を
実
施
し
て
お
れ
ば
、
漢
代
中
国
人
は
お
そ
ら
く
そ
れ
に
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
、
そ
の
習
俗
を
記
述
し
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
火
葬
の
実
施
に
関

し
て
は
、
戦
国
時
代
の�
羌
は
、
漢
代
河
煌
羌
と
は
何
の
関
係
も
な
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

(�)

董
作
賓

｢

殷
代
的
羌
与
蜀｣

(『

説
文
月
刊』

第
三
巻
第
七
期
、
一
九
四
二

年
、
一
〇
七
頁)

、
陳
夢
家
前
掲
書

『

殷
墟
卜
辞
綜
述』

二
八
〇
頁
。

(�)

李
孝
定

『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
五
十

甲
骨
文
字
集
釈』

三
七
三
七
―
三
七
五
二
頁
。

(�)

董
作
賓
前
掲
論
文

｢

殷
代
的
羌
与
蜀｣

一
〇
七
頁
。

(�)

陳
夢
家
前
掲
書

『

殷
墟
卜
辞
綜
述』

二
七
九
―
二
八
〇
頁
。

(�)

秦
代
の
当
該
地
域
の
地
図
が
天
水
付
近
の
墓
葬
か
ら
出
土
し
た
。
そ
こ
に

は
二
八
の
地
域
名
が
あ
る
が
、
封
丘
以
外
の
地
名
は
漢
文
史
料
に
み
え
な
い
。

甘
肅
省
文
物
考
古
研
究
所
・
天
水
市
北
道
区
文
化
館

｢

甘
肅
天
水
放
馬
灘
戦

国
秦
漢
墓
群
的
発
掘｣

(『

文
物』

一
九
八
九
年
第
二
期
、
十
二
―
二
二
頁)

。

(�)
『

漢
書』

巻
三
。

(�)
『

後
漢
書』

巻
一
一
七
。

(�)
『

史
記』

巻
一
。

(�)
『

史
記』

巻
四
。

(�)
『

史
記』

巻
六
。

(�)
『

史
記』

巻
十
五
。

(�)
『

史
記』

巻
二
二
。

(�)
『

史
記』

巻
三
〇
。

(�)
『

史
記』

巻
一
〇
九
。

(�)
『

史
記』

巻
一
一
〇
。

(�)
『

史
記』

巻
一
一
一
。

(�)
『

史
記』

巻
一
一
二
。

(�)
『

史
記』

巻
一
一
八
。

(�)
『

史
記』

巻
一
二
三
。

(�)
『

史
記』

巻
一
二
三
。

(�)
『

史
記』

巻
一
二
八
。

(�)
『

史
記』
巻
一
二
九
。
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(�)
崔
適

『

史
記
探
源』

、
梁
啓
超
前
掲
書

『

要
籍
解
題
及
其
読
法』

。

(�)
『

漢
書』

巻
六
二
の
張
晏
注
。

(�)
二
つ
の
出
来
事
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
将
軍
の
趙
充
国
と
辛
武
賢
が
紀
元
前

六
一
年
に
羌
を
攻
撃
し
た
出
来
事
、
も
う
一
つ
は
任
千
秋
が
紀
元
前
四
二
年

に
羌
を
攻
撃
し
た
出
来
事
で
あ
る
。『

史
記』

巻
二
二
参
照
。

(

100)
『

漢
書』
巻
二
四
下
、『

漢
書』

巻
六
一
。

(

101)

崔
適

『
史
記
探
源』

巻
四
・
巻
八
、
梁
啓
超
前
掲
書

『

要
籍
解
題
及
其
読

法』

五
四
―
五
五
頁
。

(

102)
『

史
記』

巻
一
一
二
。

(

103)
『

漢
書』

巻
六
四
。

(

104)

崔
適

『

史
記
探
源』

巻
一
。

(

105)

梁
啓
超
前
掲
書

『

要
籍
解
題
及
其
読
法』

四
四
頁
。

(

106)

崔
適

『

史
記
探
源』

巻
八
。

(

107)

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
司
馬
遷
は

『
史
記』

を
、
古
典
の

『

春
秋』

(

孔

子
の
撰
書
。
孔
子
は
本
書
を
魯
哀
公
が
麟
を
捕
獲
し
た
年
で
閉
じ
た)

と
比

べ
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
。

(

108)

王
俊
傑

｢

論
商
周
的
羌
与
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
的
羌｣

(『
西
北
師
院
学
報』

一
九
八
二
年
第
三
期
、
八
四
頁)

。

(

109)�����������
(����)����������������������������������

������������������������������������������������� ������������
�������������������������������‒���

は

｢

羌
中｣

を

｢

野
蛮
な
る
羌
人

の
あ
い
だ
で｣

と
訳
し
、『

史
記』

巻
一
二
九
の

｢

西
有
羌
中
之
利｣

に
従
い
、

｢

我
々
の
時
代
が
訪
れ
た
時
に
は
す
で
に
、
野
蛮
な
る
羌
人
達
か
ら
利
益
が
得

ら
れ
る
こ
と
は
中
国
人
達
に
知
ら
れ
て
い
た｣

と
す
る
。
余
英
時
氏
は
ま
た

『

後
漢
書』

巻
六
一
か
ら
別
の
論
拠
を
挙
げ
て
、
漢
―
羌
交
易
の
繁
栄
ぶ
り
を

裏
書
し
て
い
る
。
本
史
料
は
、
光
武
帝
早
期
に
甘
肅
回
廊
の
姑
臧
で

｢

通
貨

羌
胡
、
市
日
四
合｣

と
い
わ
れ
る
程
に
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
。

こ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
単
純
す
ぎ
る
解
釈
で
あ
る
。
第
一
に
、
漢

代
に
羌
中
と
い
う
語
は
実
際
上
地
名
で
あ
り
、
羌
の
住
む
地
域
を
さ
し
た
。

第
二
に
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
秦
漢
時
代
に
お
け
る
羌
中
概
念
の
地
理
的
含

意
は
隴
西
か
ら
河
西

(

甘
肅
回
廊)

、
そ
し
て
最
終
的
に
河
煌
地
域
へ
西
漸
し

た
。
よ
っ
て
、
漢
代
河
西
地
域
に
漢
―
羌
間
交
易
が
あ
っ
た
と
す
る
余
英
時

氏
の
指
摘
に
誤
り
は
な
い
の
だ
が
、
余
英
時
氏
は
、
甘
肅
回
廊
の
非
中
国
人

を
羌
と
呼
ん
だ
の
が
族
称
羌
の
よ
り
早
期
の
用
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と

し
て
い
る
。
後
漢
時
代
に
羌
は
お
も
に
河
煌
地
域
の
人
々
を
さ
し
、
河
煌
人

も

『

後
漢
書』

西
羌
伝
の
羌
の
母
体
で
あ
っ
た
。
だ
が
河
煌
は
当
時
貧
乏
な

地
域
で
あ
っ
た
。
ま
た
河
煌
人
が
漢
代
中
国
人
と
経
済
的
交
流
関
係
を
有
し

て
い
た
と
す
る
論
拠
は
な
い
。
よ
っ
て
、
族
称
羌
が
異
な
る
時
期
に
異
な
る

意
味
を
持
っ
た
可
能
性
を
検
討
し
な
い
ま
ま
で
漢
―
羌
の
交
易
関
係
に
つ
い

て
議
論
す
べ
き
で
は
な
い
。
漢
―
羌
の
交
易
関
係
に
関
す
る
余
英
時
氏
の
見

解
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ベ
ル
の
現
実
上
の
人
口
的
意
味
が
時
間
軸
に
沿
っ
て

変
化
す
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
な
い
こ
と
が
、
い
か
に
羌
に
対
す
る
誤
解

を
生
ん
で
い
る
の
か
を
し
め
し
て
い
る
。

(

110)
『

漢
書』

巻
二
八
上
。

(

111)
『

漢
書』

巻
二
八
下
。

(

112)
『

漢
書』

巻
二
八
下
。

(

113)
『

史
記』

巻
六
。

(

114)
『

漢
書』

巻
二
八
下
。｢

羌
谷
水｣

や
後
掲
の

｢

呼
蠶
水｣

・｢

南
籍
端
水｣

と
い
っ
た
地
理
用
語
の
現
代
的
表
記
に
つ
い
て
は
、
顧
頡
剛
前
掲
論
文

｢

従

古
籍
中
探
索
我
国
的
西
部
民
族

羌
族｣

一
三
五
―
一
三
六
頁
参
照
。

(

115)
『

漢
書』

巻
二
八
下
。

(
116)

『

漢
書』

巻
二
八
下
。

(
117)

『

史
記』

巻
一
二
三
。

(

118)
『

漢
書』

巻
六
九
、
顧
頡
剛
前
掲
論
文

｢

従
古
籍
中
探
索
我
国
的
西
部
民
族

羌
族｣

一
三
三
頁
。

(

119)
『

史
記』
巻
一
二
九
。
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(

120)

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編

『

居
延
漢
簡
甲
乙
編』

下
冊

(

中
華
書

局
、
一
九
八
〇
年
、
一
九
一
頁)

。

(
121)

前
掲

『

居
延
漢
簡
甲
乙
編』

二
五
三
頁
。

(

122)
『

漢
書』

巻
二
八
下
。

(

123)
『

後
漢
書』

巻
一
一
七
。

(

124)
『

漢
書』
巻
二
八
下
、『

漢
書』

巻
九
六
下
。

(

125)
『

漢
書』
巻
九
六
。

(

126)
『

漢
書』

巻
七
三
。

(

127)

新
疆
維
吾
爾
自
治
区
博
物
館
編

『

新
疆
歴
史
文
物』

(

文
物
出
版
社
、
一
九

七
七
年
、
十
八
―
二
一
頁
、
訳
者
注
―
王
氏
は
十
八
―
十
九
頁
を
挙
げ
る
が

不
十
分)

。
だ
が
本
印
が
羌
の
リ
ー
ダ
ー
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で

き
な
い
。

(

128)
『

三
国
志』

巻
三
〇
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
の
裴
松
之
注
所
引

『

魏
略』

。

(

129)
『

後
漢
書』

巻
一
一
七
。

(

130)
『

史
記』

巻
一
一
六
。

(

131)
『

漢
書』

巻
九
五
。

(

132)
『

漢
書』

巻
二
八
下
。

(

133)
『

後
漢
書』

巻
一
一
六
。

(

134)
『

漢
書』

巻
二
八
上
、
譚
其
驤
編

『

中
国
歴
史
地
理
集』

第
二
巻

(

地
図
出

版
社
、
一
九
八
二
年
、
二
九
―
三
〇
頁)

。

(

135)

李
紹
明

｢

関
于
羌
族
古
代
史
的
幾
個
問
題｣

(『

歴
史
研
究』

一
九
六
三
年

第
五
期
、
一
六
五
―
一
八
二
頁)

、
張
建
昌

｢

氏
族
的
興
哀
及
其
活
動
範
圍｣

(『

蘭
州
大
学
学
報

(

社
会
科
学)』

一
九
八
二
年
第
四
期
、
五
四
―
六
三
頁)

、

黄
烈

｢

有
関�
族
来
源
与
形
成
的
一
些
問
題｣

(『

歴
史
研
究』

一
九
六
五
年

第
二
期
、
九
七
―
一
一
四
頁)

、
胡
昭
儀

｢

論
漢
晉
的�
羌
和
隋
唐
以
後
的
羌

族｣
(『

歴
史
研
究』

一
九
六
三
年
第
二
号
、
一
五
三
―
一
七
〇
頁)

。

(

136)

管
東
貴

｢

漢
代
的
屯
田
与
開
辺｣

(『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
》

第
四
五
本
第
一
分
、
一
九
七
三
年
、
八
〇
―
八
四
頁)

。

(

137)

冉
光
栄
・
李
紹
明
・
周
錫
銀
前
掲
書

『

羌
族
史』

八
二
頁
。

[

付
記
１]

本
章
よ
り
も
前
の
部
分
に
関
し
て
は
、
訳
稿
が
す
で
に

『

早
稲
田
大

学
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報』

第
三
〜
五
号
に
連
載
さ
れ
て
い
る
が
、
第

三
号
掲
載
分
が

｢

中
国
漢
代
の
羌

(

一)｣

、
第
四
号
掲
載
分
が

｢

中
国
漢
代

の
羌

(

二)｣

と
題
す
る
の
に
対
し
、
第
五
号
掲
載
分
は

｢

古
代
中
国
漢
代
の

羌

(

三)｣

と
題
す
る
。
こ
れ
は
前
二
者
の
訳
者
が
本
間
貴
之
、
後
者
の
訳
者

が
柿
沼
陽
平
で
、
途
中
で
訳
者
が
交
代
し
た
際
に
起
こ
っ
た
ミ
ス
で
あ
る
。

原
著
者
と
読
者
の
方
々
に
深
く
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
に
修
正
し

て
訳
稿
題
目
を

｢

中
国
漢
代
の
羌｣

に
統
一
し
、
ま
た
本
号
掲
載
分
の
題
名

も

｢

中
国
漢
代
の
羌

(

四)｣

と
す
る
。

[

付
記
２]

本
訳
稿
は
、
訳
者
の
平
成
二
二
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助

金
特
別
研
究
員
奨
励
費

(

研
究
課
題

｢

中
国
古
代
贈
与
交
換
史
の
研
究
―

｢

貨
幣
経
済｣

と

｢

贈
与
交
換｣

の
関
係
を
中
心
に
―｣)

に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

(

著
者�
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
研
究
員
・

中
興
大
学
歴
史
学
系
講
座
教
授
兼
文
学
院
院
長)

(

訳
者�
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ)
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